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(57)【要約】
【課題】レジストずれ検出パターンによる補正の頻度を
低減することで、無駄なトナー消費をなくすことができ
る多色画像形成装置、多色画像形成装置に用いる光走査
装置および多色画像形成装置の色ずれ補正方法を得る。
【解決手段】色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色
画像間の位置ずれを補正する色ずれ補正手段を有する。
色ずれ補正手段は、少なくとも静電潜像の書出しタイミ
ングを可変して書出し位置を補正するもので、光ビーム
の走査位置を検出する走査位置検出手段と、走査位置検
出手段の検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置
を補正する照射位置可変手段を備え、色ずれ検出手段の
検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間
に行ない、書出し位置の基準値を設定するとともに、こ
の基準値をジョブ中にわたって保持するように、走査位
置検出手段の検出結果を基に照射位置を常時補正する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の色の画像信号に基づき各画像信号ごとに変調されたレーザビームを出射する複数
の光源と、各光源からのレーザビームを偏向走査手段により像担持体面に走査して潜像を
形成する光走査手段と、上記潜像を顕像化して画像を形成する多色画像形成装置において
、
　顕像化された各色に対応する画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手段と、上記レー
ザビームの走査位置を検出するレーザビーム検出器と、レーザビームの走査位置を副走査
方向に可変する走査位置可変手段とを有し、
　上記レーザビーム検出器は、検出した色ずれ量に応じて、上記走査位置可変手段にレー
ザビームの走査位置を可変する可変信号を出力するとともに、画像形成前に各色に対応し
たレーザビーム走査位置を再度検出し、
　上記走査位置可変手段は、上記レーザビーム検出器による上記再度の検出結果が設定値
以上のとき、画像形成処理を行うことなく走査位置を再度可変することを特徴とする多色
画像形成装置。
【請求項２】
　上記走査位置の可変信号は、可変する方向と可変量の２つの情報を有する信号からなる
ことを特徴とする請求項１記載の多色画像形成装置。
【請求項３】
　上記設定値は、副走査方向の１ラインピッチに相当する値であることを特徴とする請求
項１記載の多色画像形成装置。
【請求項４】
　上記設定値は、走査位置可変信号の可変量に相当する値であることを特徴とする請求項
１記載の多色画像形成装置。
【請求項５】
　上記走査位置可変手段の可変に要する時間は、連続プリントのページ間における非画像
形成時間よりも短いことを特徴とする請求項１記載の多色画像形成装置。
【請求項６】
　上記走査位置可変手段は、光源と偏向走査手段との間に配置された非平行平板からなり
、非平行平板を移動させることにより、入射したレーザビームの光軸を変更して走査位置
を可変することを特徴とする請求項１記載の多色画像形成装置。
【請求項７】
　上記レーザビーム検出器は、レーザビームを検出する２系統からなる受光素子を有し、
２系統の受光素子の少なくとも１系統はレーザビームが通過する領域において互いに非平
行に形成された２つの受光領域を有し、上記２系統の受光素子は隣接する端縁が互いに平
行になるよう主走査方向に隣接して配置されていることを特徴とする請求項１記載の多色
画像形成装置。
【請求項８】
　上記レーザビーム検出器は、走査領域内に少なくとも１箇所以上に配置され、レーザビ
ームがレーザビーム検出器内の受光領域を走査する時間からレーザビームの副走査方向の
レーザビーム位置を検出するとともに、予め設定された基準位置に対して離間した方向及
び量を演算する演算手段を有することを特徴とする請求項７記載の多色画像形成装置。
【請求項９】
　上記レーザビーム検出器からの出力を処理する信号処理回路を有し、この信号処理回路
は、レーザビーム検出器からの複数回の出力により、平均的処理を施すことを特徴とする
請求項７記載の多色画像形成装置。
【請求項１０】
　色ずれ検出手段は、予め設定された画像形成中の連続プリント枚数または光走査装置内
の温度上昇検出値に応じて、色ずれ検出を行うことを特徴とする請求項１記載の多色画像
形成装置。
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【請求項１１】
　複数の色の画像信号に基づき各画像信号ごとに変調されたレーザビームを出射する複数
の光源と、各光源からのレーザビームを偏向走査手段により各画像信号に対応する複数の
レーザビームを全て同じ方向に走査する光走査手段を有する光走査装置において、
　上記レーザビームの走査位置を検出するレーザビーム検出器と、レーザビームの走査位
置を副走査方向に可変する走査位置可変手段および可変信号出力回路と、走査位置を可変
した前後の変化量を検出する回路を具備することを特徴とする請求項１記載の多色画像形
成装置に用いる光走査装置。
【請求項１２】
　複数の色の画像信号に基づき各画像信号ごとに変調されたレーザビームを出射する複数
の光源と、各光源からのレーザビームを偏向走査手段により像担持体面に走査して潜像を
形成する光走査手段と、上記潜像を顕像化して画像を形成する多色画像形成装置の色ずれ
補正方法において、
　顕像化された各色に対応する画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手段と、前記レー
ザビームの走査位置を検出するレーザビーム検出器と、レーザビームの走査位置を副走査
方向に可変する走査位置可変手段を用い、
　上記色ずれ検出手段により検出された色ずれ量に応じて走査位置可変手段がレーザビー
ムの走査位置を可変する可変信号を出力した後、上記色ずれ検出手段が画像形成前に各色
に対応したレーザビーム走査位置を再度検出し、可変した前後の変化量が設定値以上のと
き画像形成処理を行うことなく上記走査位置可変手段により走査位置を再度可変すること
を特徴とする多色画像形成装置の色ずれ補正方法。
【請求項１３】
　複数の色に対応した画像信号に基づいて変調された複数の光源からの光ビームによって
各画像信号に対応する像担持体面を走査し静電潜像を形成する光走査手段と、上記静電潜
像を各色トナーで顕像化する現像手段と、顕像化された各色画像を重ねあわせて多色画像
を形成する転写手段と、顕像化された各色画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手段と
、この色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれを補正する色ずれ補正
手段と、を有する多色画像形成装置において、
　上記色ずれ補正手段は、少なくとも上記静電潜像の書出しタイミングを可変して書出し
位置を補正するものであって、上記光ビームの走査位置を検出する走査位置検出手段と、
この走査位置検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射位
置可変手段を備え、
　上記色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間に行ない
、書出し位置の基準値を設定するとともに、この基準値をジョブ中にわたって保持するよ
うに、上記走査位置検出手段の検出結果を基に照射位置を常時補正することを特徴とする
多色画像形成装置。
【請求項１４】
　複数の色に対応する画像信号に基づいて変調された複数の光源からの光ビームによって
、各画像信号に対応する像担持体面を走査し、静電潜像を形成する光走査手段と、上記静
電潜像を各色トナーで顕像化する現像手段と、顕像化された各色画像を重ねあわせて多色
画像を形成する転写手段と、顕像化された各色画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手
段と、この色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれを補正する色ずれ
補正手段と、を有する多色画像形成装置において、
　上記色ずれ補正手段は、少なくとも上記静電潜像の書出しタイミングを可変して書出し
位置を補正するものであって、上記光ビームの走査位置を検出する走査位置検出手段と、
この走査位置検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射位
置可変手段を備え、
　上記色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間に行ない
、書出し位置の基準値を設定するとともに、上記走査位置検出手段の検出結果により求め
られるジョブ中での上記基準値からのずれに基づいて上記照射位置を補正することを特徴
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とする多色画像形成装置。
【請求項１５】
　複数の色に対応する画像信号に基づいて変調された複数の光源からの光ビームによって
、各画像信号に対応する像担持体面を走査し、静電潜像を形成する光走査手段と、上記静
電潜像を各色トナーで顕像化する現像手段と、顕像化された各色画像を重ねあわせて多色
画像を形成する転写手段と、顕像化された各色画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手
段と、この色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれを補正する色ずれ
補正手段と、を有する多色画像形成装置において、
　上記色ずれ補正手段は、少なくとも上記光源を変調する基準クロックを可変して全幅倍
率を補正するものであって、上記光ビームの所定区間における走査時間を検出する走査時
間検出手段と、この走査時間検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上における走査領
域を複数に分割した各区間での倍率を補正する部分倍率可変手段を備え、
　上記色ずれ検出手段の検出結果に基づく全幅倍率の補正を少なくともジョブ間に行ない
、全幅倍率の基準値を設定するとともに、上記走査時間検出手段の検出結果により求めら
れるジョブ中での上記基準値からのずれに基づいて上記各区間での倍率を補正することを
特徴とする多色画像形成装置。
【請求項１６】
　上記照射位置可変手段、または部分倍率可変手段は、ページ間において照射位置、また
は各区間での倍率を補正することを特徴とする請求項１４または１５記載の多色画像形成
装置。
【請求項１７】
　上記走査位置検出手段、または走査時間検出手段は、静電像の形成中の光ビームを検出
することを特徴とする請求項１４または１５記載の多色画像形成装置。
【請求項１８】
　上記走査位置または走査時間の検出を、少なくとも複数回サンプリングすることによっ
て行い、その平均値により照射位置または各区間での倍率を補正することを特徴とする請
求項１６または１７記載の多色画像形成装置。
【請求項１９】
　上記走査位置検出手段は、走査方向に直行する第１の検知部とそれと非平行な第２の検
知部からなる光検知手段を有し、一走査中の光ビームの検出時間差により走査位置を演算
することを特徴とする請求項１３または１４記載の多色画像形成装置
【請求項２０】
　上記照射位置可変手段は、上記光源からの光ビームの向きを可変する光軸変更手段を有
することを特徴とする請求項１３または１４記載の多色画像形成装置
【請求項２１】
　上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検出結果により求められた全幅倍率
に基づいて、所定の重み付けにより区間毎の倍率の補正量を配分することを特徴とする請
求項１５記載の多色画像形成装置。
【請求項２２】
　上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検出結果により求められた全幅倍率
に基づいて、あらかじめ全幅倍率に対応づけて記憶された区間毎の倍率変化を読み出し、
補正することを特徴とする請求項１５記載の多色画像形成装置。
【請求項２３】
　上記部分倍率可変手段は、上記光源手段を変調する基準クロックのパルス周期を、位相
データにより指示する遷移タイミングで、区間毎に可変することにより倍率を補正するこ
とを特徴とする請求項１５記載の多色画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数色のトナー像を重ね合わせてカラー画像を形成する多色画像形成装置に
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関するもので、特に、多色画像形成装置の色ずれ補正に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　記録情報を色分解した画像光をデジタル信号に変換して感光体に投射し静電潜像を形成
するレーザビーム露光手段と、感光体の静電潜像をトナーで現像する現像手段と、転写紙
に感光体の顕像を転写する転写手段とを有する記録装置を、上記色分解した画像光に対応
して複数個配置し、転写ベルトにより転写紙を各記録装置に順次搬送して各色のトナー像
を重ね転写するタンデム型の画像形成装置がある。このように構成された画像形成装置に
おいて、搬送ベルト上に色毎に対応する測定用パターン像を形成するためのパターン用画
像信号発生手段と、各色パターン像の通過を検知する検知手段と、検知タイミングカウン
ト手段と、各色に対する検知信号から設定値とのずれを演算する演算手段と、演算手段か
らの値に応じて任意に変更可能な各色書き出しタイミングの信号発生手段とを備えてなる
画像形成装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。このように構成する目的は
、レーザビームによる感光体面への書き出しタイミングを調整し、各色の画像間のずれを
低減して画質を高めることができる画像形成装置を提供することにある。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載されているような画像形成装置においても、その使用
中における経時的な温度上昇による色ずれの発生を補正することまでは考慮されていない
ため、使用中における経時的な温度変化に基づく、形成画像の劣化を防止することができ
ない。この問題点をより詳細に説明する。
【０００４】
　特許文献１に記載されている画像形成方式はカールソンプロセスを用いた画像形成装置
であって、現在の複写機、プリンタなどの画像形成装置における画像形成方式の主流を成
すものである。カールソンプロセスを用いた画像形成装置においては、感光体ドラムの回
転に従って、感光体ドラム表面の均一な帯電、露光による潜像形成、トナーによる現像、
トナー像の転写体への転写、の順に各プロセスが実行される。ここでは、感光体ドラムを
中心として上記各プロセスを実行する各ユニットの組を画像形成ステーションということ
にする。複数の感光体ドラムを転写体の搬送方向に沿って配列し、各色の画像形成ステー
ションで形成したトナー像を重ねる多色画像形成装置においては、感光体ドラムの偏心や
径のばらつきによる、潜像形成から転写までの時間差、各色に対応する感光体ドラム相互
間隔の異なり、転写体、例えば、転写ベルトや記録紙を搬送する搬送ベルトの速度変動や
蛇行によって、各トナー像の副走査方向のレジスト位置がずれ、これが色ずれや色変わり
となって、形成される画像品質を劣化させる。
【０００５】
　同様に、感光体ドラム表面をレーザビームによって走査し感光体ドラム表面を露光する
ことによって静電潜像を形成するための光走査装置においても、感光体ドラムに形成する
静電潜像の主走査方向倍率および書込み位置を正確に合わせなければ、レジストずれを生
じ、これが形成画像の色ずれや色変わりの要因となる。
【０００６】
　従来、このレジストずれは、光走査装置によるものであるのか、または光走査装置以外
によるものなのか区分けがなく、転写体に記録されたレジストずれ検出パターンを検出す
ることにより、装置の立上げ時やジョブ間等で定期的に検出し、副走査方向については、
ポリゴンミラー１面おきで書き出しのタイミングを合わせることにより先頭ラインの位置
を補正し、主走査方向については、走査始端で発生される同期検知信号からのタイミング
を調節することにより書出し位置を補正している（例えば、特許文献１、特許文献２、特
許文献３参照）。また、主走査方向の走査始端から走査終端に至る走査時間を検出して画
素クロックの周波数を合わせる等により、各色間の全幅倍率を合せるようにしたものもあ
る（例えば、特許文献４参照）。さらには、実時間で走査位置を制御する方法が提案され
ており、その例として、可変屈折率プリズムを用いたもの（例えば、特許文献５参照）、
のようにガルバノミラーを用いたもの（例えば、特許文献６参照）、液晶偏向素子を用い
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たもの（例えば、特許文献７参照）などがある。
【０００７】
　カラーレーザプリンタ等の多色画像形成装置として、駆動機構により回転駆動される複
数の感光体に対し、独立して複数の光走査装置により複数の異なった色の画像情報をそれ
ぞれレーザビームの走査によって感光体表面に書き込み、静電潜像を形成し、これらの静
電潜像をそれぞれの画像情報に対応した顕像化手段により異なった色のトナーでそれぞれ
顕像化し、これらのトナー像を転写材上に重ね合わせて転写しカラー画像を得るタンデム
型の多色画像形成装置がある。上記光走査装置の各々は、読み出される各色の画像情報信
号に応じて駆動制御される半導体からなるレーザ光源からレーザビームを出射する。レー
ザビームは、ポリゴンミラーからなる光偏向器、レンズ等からなる走査結像光学系などの
光学部品を介して、一様に帯電された感光体面に集光されるとともに主走査方向に走査さ
れる。そして、回転する感光体面には、副走査方向（主走査方向に直交する方向であって
感光体の回転方向）に所定の間隔をおいた複数の走査ビームが照射されて走査され、各感
光体表面に、それぞれの色に対応した画像信号が書き込まれ、静電潜像が形成される。
【０００８】
　このような多色画像形成装置においては、感光体へと向かうレーザビームは各々異なる
経路を通るよう構成部品が配置されるため、カラー画像形成装置が設置される環境温度等
により走査位置は変動しやすい。このような走査位置のずれは転写体に記録されたレジス
ト位置ずれ検出パターンにより装置の立上げ時やジョブ間等で定期的に検出し補正を行う
が、連続プリント動作に伴う定着器やポリゴンモータの発熱によって走査位置がさらに変
動してしまうため、１ジョブのプリント枚数が多いと徐々に色ずれが増大するという問題
もある。
【０００９】
　一般に、光走査装置は、記録画像の画素データに基づいて所定の画素クロックで変調さ
れる半導体レーザを有する光源と、光源からの光ビームを放射状に偏向走査するポリゴン
ミラーと、走査された光ビームを感光体ドラム面上にスポット状に結像するとともに隣接
する画素のスポット間隔が均等となるよう配列するｆθ特性を有する走査光学系を有して
なる。そして、多色画像形成装置に対応した光走査装置の一例として、各色に対応する光
源からの光ビームを単一のポリゴンミラーで一括して走査するようにし、各光ビームを、
対応する走査光学系や感光体ドラムに導くための複数の折返しミラーを共通のハウジング
に一体的に支持した構成や、各感光体ドラムに対応させて個別に光走査装置を配備した構
成が知られている（例えば、特許文献８参照）。かかる構成の多色画像形成装置によれば
、感光体ドラムへと向かう複数の光ビームは各々異なる経路を通るように構成部品が配置
されるため、多色画像形成装置が設置される環境温度等により、各光ビームの感光体上に
おける照射位置は容易に変動してしまう。
【００１０】
　上記したように、このような光ビームの照射位置のずれは、転写体に記録されたレジス
トずれ検出パターンを装置の立上げ時やジョブ間等で定期的に検出し、検出結果によって
補正がなされるが、プリント動作に伴う定着器やポリゴンモータなどからの熱によって光
学部品の温度が変動し照射位置がさらに変動してしまうため、１ジョブのプリント枚数が
多いと徐々に色ずれや色変わりが発生してくるという問題がある。特に、特許文献１記載
の発明のように、ポリゴンミラーを挟んで一方側と他方側に対向するように光学系を配備
する場合、一方側と他方側で走査方向が相反するため、温度変動に伴う主走査倍率の変動
によって書出し位置がずれる上、温度変動に伴うハウジングの歪みによって各色間の走査
位置が増徴する方向にずれるため、色ずれや色変わりが生じ易い。
【００１１】
　その対策として、常に温度を観測し、温度変化が所定量に達したら、あるいは、所定の
プリント枚数を超えたら、プリント動作を途中で中止し、再度照射位置のずれを補正し直
すことで対応しているが、レジストずれ検出パターン作成から補正までの一連の工程、再
度の検出パターン作成から補正チェックまでの一連の工程を考慮すると、補正終了までに
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は数分間を費やすため生産性が落ちるうえ、検出パターンを形成するのに無駄にトナーが
消費されてしまう。したがって、補正の頻度は最小限に抑えたい。
【００１２】
　さらに、主走査倍率については、これまで全幅のみを補正して各色画像端が一致するよ
うに補正していたが、走査光学系のｆθ特性の誤差やポリゴンミラーから感光体ドラムに
至る光路長差に非対称成分があると、部分的な倍率は一様に伸びる、あるいは縮むといっ
た単純な変化ではなく、走査領域の各部分で伸び方が異なる。従って、全幅は揃っても、
中間部において歪みが発生して画像の中央部で色ずれや色変わりが大きくなり、かえって
画像劣化が目立ちやすいという問題があった。
【００１３】
【特許文献１】特公平７－１９０８４号公報
【特許文献２】特開２００１－２５３１１３号公報
【特許文献３】特開２００３－１５４７０３号公報
【特許文献４】特開平９－５８０５３号公報
【特許文献５】特開平７－１９９１１０号公報
【特許文献６】特開２００１－２５３１１５号公報
【特許文献７】特開２００３－２１５４８４号公報
【特許文献８】特開２００２－１４８５５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、以上述べた従来技術の問題点にかんがみてなされたものであって、複数の画
像形成ステーションによって形成された画像を重ね合わせるタンデム方式の多色画像形成
装置において、レーザビーム走査位置検出手段と走査位置可変手段を設け、副走査ビーム
位置を所定位置に補正することにより、ジョブ中の色ずれや色変わりを抑制し、１ジョブ
中の高画質化および画像品質の安定化を図った多色画像形成装置を提供することを目的と
する。
【００１５】
　本発明はまた、レジストずれ検出パターンによる補正の頻度を低減することで、無駄な
トナー消費をなくすことができる多色画像形成装置、多色画像形成装置に用いる光走査装
置および多色画像形成装置の色ずれ補正方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、請求項１に記載されているように、多色画像形成装置において、顕像化され
た各色に対応する画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手段と、レーザビームの走査位
置を検出するレーザビーム検出器と、レーザビームの走査位置を副走査方向に可変する走
査位置可変手段とを有し、上記レーザビーム検出器は、検出した色ずれ量に応じて、上記
走査位置可変手段にレーザビームの走査位置を可変する可変信号を出力するとともに、画
像形成前に各色に対応したレーザビーム走査位置を再度検出し、上記走査位置可変手段は
、レーザビーム検出器による上記再度の検出結果が設定値以上のとき、画像形成処理を行
うことなく走査位置を再度可変することを最も大きな特徴とする。
【００１７】
　請求項２記載の発明のように、上記走査位置の可変信号は、可変する方向と可変量の２
つの情報を有する信号からなるものであってもよい。
　請求項３記載の発明のように、上記設定値は、副走査方向の１ラインピッチに相当する
値であってもよい。
　請求項４記載の発明のように、上記設定値は、走査位置可変信号の可変量に相当する値
であってもよい。
　請求項５記載の発明のように、上記走査位置可変手段の可変に要する時間は、連続プリ
ントのページ間における非画像形成時間よりも短くするとよい。
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　請求項６記載の発明のように、上記走査位置可変手段は、光源と偏向走査手段との間に
配置された非平行平板からなり、非平行平板を移動させることにより、入射したレーザビ
ームの光軸を変更して走査位置を可変するようにするとよい。
【００１８】
　請求項７記載の発明のように、上記レーザビーム検出器は、レーザビームを検出する２
系統からなる受光素子を有し、２系統の受光素子の少なくとも１系統はレーザビームが通
過する領域において互いに非平行に形成された２つの受光領域を有し、上記２系統の受光
素子は隣接する端縁が互いに平行になるよう主走査方向に隣接して配置するとよい。
　請求項８記載の発明のように、請求項７記載の発明におけるレーザビーム検出器は、走
査領域内に少なくとも１箇所以上に配置され、レーザビームがレーザビーム検出器内の受
光領域を走査する時間からレーザビームの副走査方向のレーザビーム位置を検出するとと
もに、予め設定された基準位置に対して離間した方向及び量を演算する演算手段を有する
ものであってもよい。
　請求項９記載の発明のように、請求項７記載の発明において、レーザビーム検出器から
の出力を処理する信号処理回路を有し、この信号処理回路は、レーザビーム検出器からの
複数回の出力により、平均的処理を施すようにするとよい。
　請求項１０記載の発明のように、色ずれ検出手段は、予め設定された画像形成中の連続
プリント枚数または光走査装置内の温度上昇検出値に応じて、色ずれ検出を行うようにす
るとよい。
【００１９】
　請求項１１記載の発明は、複数の色の画像信号に基づき各画像信号ごとに変調されたレ
ーザビームを出射する複数の光源と、各光源からのレーザビームを偏向走査手段により各
画像信号に対応する複数のレーザビームを全て同じ方向に走査する光走査手段を有する光
走査装置において、上記レーザビームの走査位置を検出するレーザビーム検出器と、レー
ザビームの走査位置を副走査方向に可変する走査位置可変手段および可変信号出力回路と
、走査位置を可変した前後の変化量を検出する回路を具備することを特徴とする。
【００２０】
　請求項１２記載の発明は、多色画像形成装置の色ずれ補正方法において、顕像化された
各色に対応する画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手段と、レーザビームの走査位置
を検出するレーザビーム検出器と、レーザビームの走査位置を副走査方向に可変する走査
位置可変手段を用い、上記色ずれ検出手段により検出された色ずれ量に応じて走査位置可
変手段がレーザビームの走査位置を可変する可変信号を出力した後、上記色ずれ検出手段
が画像形成前に各色に対応したレーザビーム走査位置を再度検出し、可変した前後の変化
量が設定値以上のとき画像形成処理を行うことなく上記走査位置可変手段により走査位置
を再度可変することを特徴とする。
【００２１】
　請求項１３記載の発明は、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれ
を補正する色ずれ補正手段を有する多色画像形成装置において、上記色ずれ補正手段は、
少なくとも上記静電潜像の書出しタイミングを可変して書出し位置を補正するものであっ
て、光ビームの走査位置を検出する走査位置検出手段と、この走査位置検出手段の検出結
果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射位置可変手段を備え、上記色ずれ
検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間に行ない、書出し位置
の基準値を設定するとともに、この基準値をジョブ中にわたって保持するように、上記走
査位置検出手段の検出結果を基に照射位置を常時補正することを特徴とする。
【００２２】
　請求項１４記載の発明は、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれ
を補正する色ずれ補正手段を有する多色画像形成装置において、色ずれ補正手段は、少な
くとも静電潜像の書出しタイミングを可変して書出し位置を補正するものであって、光ビ
ームの走査位置を検出する走査位置検出手段と、この走査位置検出手段の検出結果に基づ
いて像担持体面上での照射位置を補正する照射位置可変手段を備え、色ずれ検出手段の検
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出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間に行ない、書出し位置の基準値を設
定するとともに、上記走査位置検出手段の検出結果により求められるジョブ中での上記基
準値からのずれに基づいて、上記照射位置を補正することを特徴とする。
【００２３】
　請求項１５記載の発明は、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれ
を補正する色ずれ補正手段を有する多色画像形成装置において、色ずれ補正手段は、少な
くとも光源を変調する基準クロックを可変して全幅倍率を補正するものであって、光ビー
ムの所定区間における走査時間を検出する走査時間検出手段と、この走査時間検出手段の
検出結果に基づいて像担持体面上における走査領域を複数に分割した各区間での倍率を補
正する部分倍率可変手段を備え、色ずれ検出手段の検出結果に基づく全幅倍率の補正を少
なくともジョブ間に行ない、全幅倍率の基準値を設定するとともに、上記走査時間検出手
段の検出結果により求められるジョブ中での上記基準値からのずれに基づいて、上記各区
間での倍率を補正することを特徴とする。
【００２４】
　請求項１６記載の発明は、請求項１４または１５記載の発明において、照射位置可変手
段、または部分倍率可変手段は、ページ間において照射位置、または各区間での倍率を補
正することを特徴とする。
　請求項１７記載の発明は、請求項１４または１５記載の発明において、上記走査位置検
出手段、または走査時間検出手段は、静電像の形成中の光ビームを検出することを特徴と
する。
　請求項１８記載の発明は、請求項１６または１７記載の発明において、上記走査位置ま
たは走査時間の検出を、少なくとも複数回サンプリングすることによって行い、その平均
値により照射位置または各区間での倍率を補正することを特徴とする。
　請求項１９記載の発明は、請求項１３または１４記載の発明において、上記走査位置検
出手段は、走査方向に直行する第１の検知部とそれと非平行な第２の検知部からなる光検
知手段を有し、一走査中の光ビームの検出時間差により走査位置を演算することを特徴と
する。
【００２５】
　請求項２０記載の発明は、請求項１３または１４記載の発明において、上記照射位置可
変手段は、上記光源からの光ビームの向きを可変する光軸変更手段を有することを特徴と
する。
　請求項２１記載の発明は、請求項１５記載の発明において、上記部分倍率可変手段は、
上記走査時間検出手段の検出結果により求められた全幅倍率に基づいて、所定の重み付け
により区間毎の倍率の補正量を配分することを特徴とする。
　請求項２２記載の発明は、請求項１５記載の発明において、上記部分倍率可変手段は、
走査時間検出手段の検出結果により求められた全幅倍率に基づいて、あらかじめ全幅倍率
に対応づけて記憶された区間毎の倍率変化を読み出し、補正することを特徴とする。
　請求項２３記載の発明は、請求項１５記載の発明において、上記部分倍率可変手段は、
上記光源手段を変調する基準クロックのパルス周期を、位相データにより指示する遷移タ
イミングで、区間毎に可変することにより倍率を補正することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　請求項１、２記載の発明によれば、副走査レジスト位置の補正を確実に行い、色ずれの
少ない高画質の画像を得ることができる。
　請求項３記載の発明によれば、レーザビーム走査位置の検出結果が副走査１ラインピッ
チ以上のときに画像形成処理は行わず走査位置可変手段により走査位置を再度可変するた
め、可変補正の異常による画像劣化を未然に防止し、色ずれの少ない高画質の画像を得る
ことができる。
　請求項４記載の発明によれば、レーザビーム走査位置の検出結果が可変信号の可変量以
上のときに画像形成処理は行わず、走査位置可変手段により走査位置を再度可変すること
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により、高精度な可変補正を可能にし、色ずれの少ない高画質の画像を得ることができる
。
【００２７】
　請求項５記載の発明によれば、走査位置可変手段の可変に要する時間を連続プリントの
ページ間における非画像形成時間よりも短くしているので、非画像形成時間に走査位置を
可変することができ、ページ内の走査位置変化に伴う画像劣化を未然に防止して色ずれの
少ない高画質の画像を得ることができる。
　請求項６記載の発明によれば、非平行平板を移動させることにより、入射したレーザビ
ームの光軸を変更して走査位置を可変するようにしたため、各色を個別にかつ簡単な構成
で副走査レジスト位置の補正を実現することができ、色ずれの少ない高画質の画像を得る
ことができる。
【００２８】
　請求項７～９記載の発明によれば、レーザビーム走査位置の検出を色毎に高精度に行う
ことができ、かつ、レーザビームの光量の変化に対しても検出精度が劣化しないレーザビ
ーム検出を可能にし、副走査レジスト位置の補正を確実に行うことができ、色ずれの少な
い高画質の画像を得ることができる。
【００２９】
　請求項１３に記載の発明によれば、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて静電潜像の書
出し位置を補正する色ずれ補正手段を有する多色画像形成装置において、走査位置検出手
段の検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射位置可変手段を備え、
色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間に行ない、書出
し位置の基準値を設定するとともに、この基準値をジョブ中にわたって保持するように、
上記走査位置検出手段の検出結果を基に照射位置を常時監視し、実時間での補正を繰り返
し行なうようにしたため、ジョブ前に設定された初期値を安定的に維持することができ、
１ジョブのプリント枚数が増えても途中で割り込みをかけられることもなく、生産性を落
とすことがないうえ、最初から最後まで一様な画像品質を維持することができる。さらに
は、上記走査位置検出手段の基準値は、色ずれ検出手段の検出時に更新されるので、部品
交換やメンテナンス等で経時的に走査位置検出手段の配置がずれたとしても、色ずれを発
生することがない。
【００３０】
　請求項１４記載の発明によれば、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて静電潜像の書出
し位置を補正する色ずれ補正手段を有する多色画像形成装置において、走査位置検出手段
と、照射位置可変手段とを備え、色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少
なくともジョブ間に行ない、書出し位置の基準値を設定するとともに、走査位置検出手段
の検出結果により求められるジョブ中での上記基準値からのずれに基づいて上記照射位置
を補正するため、ジョブ中の走査位置のずれを検出し、例えばページ間等の短い繰り返し
頻度で、ジョブ前に設定された初期値に修正することができ、ページ毎の副走査方向にお
ける走査位置ずれを小さく抑えることができ、生産性を落とすことなく一様な画像品質を
維持することができる。さらには、走査位置検出手段の基準値は、色ずれ検出手段の検出
時に更新されるので、部品交換やメンテナンス等で経時的に走査位置検出手段の配置がず
れたとしても、色ずれを発生することがない。
【００３１】
　請求項１５記載の発明によれば、光走査手段と、現像手段と、転写手段と、色ずれ検出
手段と、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて光源手段を変調する基準クロックを可変す
る全幅倍率補正手段と、を有する多色画像形成装置において、光ビームの所定区間におけ
る走査時間を検出する走査時間検出手段と、走査時間検出手段の検出結果に基づき像担持
体面上において複数に分割された走査領域の各区間での倍率を補正する部分倍率可変手段
を備え、色ずれ検出手段の検出結果に基づく全幅倍率の補正を、少なくともジョブ間に行
なって全幅倍率の基準値を設定し、上記走査時間検出手段の検出結果により求められるジ
ョブ中での上記基準値からのずれに基づいて、上記各区間での倍率を補正するようにした
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ため、ジョブ中の全幅倍率のずれを、例えばページ間等の短い繰り返し頻度で、ジョブ前
に設定された初期値に修正することができる。そのうえ全幅倍率のみならず中間像高の倍
率まで揃えることができるので、ページ毎の主走査方向における走査位置のずれを小さく
抑えることができ、生産性を落とすことなく一様な画像品質を維持することができる。さ
らには、上記走査時間検出手段の基準値は、色ずれ検出手段の検出時に更新されるので、
部品交換やメンテナンス等で経時的に走査時間検出手段の配置がずれたとしても、色ずれ
を発生することがない。
【００３２】
　請求項１６記載の発明によれば、上記照射位置可変手段は、ページ間において照射位置
を補正することにより、静電像形成中は走査線の間隔が変わることがないので、パルスモ
ータ等で照射位置可変手段を段階的あるいは間欠的に動作させたとしても、画像上の濃度
むらを発生させることがなく高品位な画像を形成することができる。また、走査位置検出
に異常値があっても画像を劣化させることがない。
【００３３】
　請求項１７記載の発明によれば、上記走査位置検出手段は、静電潜像の形成と同時に光
ビームの走査位置、または走査時間の検出を行なうことにより、走査位置検出、または走
査時間の検出に余分な時間を取られることがなく、数百ライン以上の膨大な検出データか
ら補正量を判別することができるので、走査位置、または走査時間検出の繰り返し精度が
良くなくても、また、異常値が検出されたとしても、統計的処理により、走査位置、また
は走査時間のずれを正確に把握することができる。
　請求項１８記載の発明によれば、上記光ビームの走査位置の検出を少なくとも複数回サ
ンプリングし、その平均値により照射位置、または各区間の倍率を補正するため、順次加
算処理することによって、走査位置または走査時間の検出を行い、瞬時に補正量を設定で
き、データを蓄積するための記憶手段が不要であり、ページ間等の短時間であっても、照
射位置、または倍率のずれを正確に把握することができる。
【００３４】
　請求項１９記載の発明によれば、上記走査位置検出手段は、走査方向に直行する第１の
検知部とそれと非平行な第２の検知部からなる光検知手段を有し、一走査中の光ビームの
検出時間差により走査位置を演算することにより、走査領域の延長上に配備することがで
きるので、静電潜像を形成する光ビームの走査位置ずれを確実に把握することができる。
また、第１の検知部を書出しタイミング設定用の同期検知センサと共用することもでき、
低コストで確実な検出を行うことができる。
　請求項２０記載の発明によれば、上記照射位置可変手段は、光源からの光ビームの向き
を可変する光軸変更手段を有することにより、光源からポリゴンミラーに至る光路中に配
備することで省スペース化を図ることができ、そのうえ、微小な可変量で走査領域の全域
にわたって一様に走査位置を可変することができる。
【００３５】
　請求項２１記載の発明によれば、上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検
出結果により求められた全幅倍率に基づいて、所定の重み付けにより各区間の倍率の補正
量を配分することにより、全幅倍率のみの監視により各区間の倍率のずれを一義的に決定
するので、各区間に、倍率のずれを計測するためのスペースを確保する必要はなく、計測
するための時間がとられることもなく瞬時に補正量が決定されるので、ジョブ中であって
も生産性を落とすことなく一様な画像品質を維持することができる。
　請求項２２記載の発明によれば、上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検
出結果により求められた全幅倍率に基いて、あらかじめ全幅倍率に対応づけて記憶された
各区間の倍率変化を読み出し、補正することにより、あらかじめユニット毎に特有の各区
間の変動パターンを入力しておけば、全幅倍率のみの監視により各区間の倍率のずれを瞬
時に判断でき、ジョブ中であっても生産性を落とすことなく一様な画像品質を維持するこ
とができる。
【００３６】
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　請求項２３記載の発明によれば、上記部分倍率可変手段は、光源手段を変調する基準ク
ロックのパルス周期を、位相データにより指示する遷移タイミングで、各区間で可変し倍
率を補正することにより、全幅にわたって一様な基準クロックにて変調を行なっても、各
区間の倍率を個別に可変することができ、基準クロックを全幅倍率が補正されるよう設定
したうえで各区間の倍率を揃えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の画像形成装置に用いられる光走査装置の例を示す。この光走査装置は
、多色（カラー）画像形成装置用として４色すなわちイエロー、マゼンダ、シアン、ブラ
ックに対応した４つの走査結像光学系をもち、各色に対応した画像信号で変調されたレー
ザビームがそれぞれのレーザビームに対応する感光体に集光する様子を示している。
【００３８】
　図１において、符号１０は、半導体レーザとカップリングレンズとシリンドリカルレン
ズとにより構成される光源部を示しており、この例では光源部１０を４組有している。各
半導体レーザから放射される光束は、カップリングレンズにより以後の光学系に適合する
光束形態、例えば、平行光束あるいは弱い発散性もしくは集束性の光束に変換され、シリ
ンドリカルレンズにより副走査方向にのみ集束されて、偏向走査手段であるポリゴンミラ
ー１２の偏向反射面近傍に、主走査方向に長い線像として結像される。光源部１０を構成
する４つの半導体レーザは、それぞれ、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの各色成
分画像を書込むための光束を放射する。
【００３９】
　４つの光源部１０から放射される４つのレーザビームのうち３つのレーザビームの光路
上には非平行平板７１、７２、７３が配置されている。非平行平板７１、７２、７３は走
査位置可変装置を構成する部材である。走査位置可変装置については、後でその組立体を
示す図６を参照しながら詳細に説明するが、上記非平行平板７１、７２、７３は入出射面
の一面に対して他面を主走査方向にわずかに傾けたレーザ透過部材であり、少なくとも基
準色を除く３つの光源部に配置されている。４つ全ての光源部１０非平行平板を配置して
もよい。その場合、基準色はどの色でも対応可能である。上記走査位置可変装置は非平行
平板を光軸周りに回転制御することで各色の走査位置を任意に可変可能とし、その状態を
保持する。
【００４０】
　上記ポリゴンミラー１２は図示されないポリゴンモータによって高速度で回転駆動され
、ポリゴンミラー１２の回転によりその偏向反射面が４色分のレーザビームを同一方向に
水平面内において偏向する。偏向された４色分の光束は、走査結像光学系のｆθレンズ群
を構成する第一のレンズ１４を透過する。第一のレンズ１４の最も上寄りの位置を透過す
る光束を、ブラック成分画像を書込む光束であるとすると、この光束はミラー１６Ｋで下
向きに反射され、ｆθレンズ群を構成する第二のレンズ１７Ｋを透過する。第二のレンズ
１７Ｋを透過した偏向光束の一部はハーフミラー１９Ｋを透過し、一部はハーフミラー１
９Ｋによって反射され、ハーフミラー１９Ｋを透過した光束は被走査面の実態を成すドラ
ム状の光導電性の感光体２０Ｋ上に光スポットとして集光し、感光体２０Ｋの表面を矢印
で示す感光体２０Ｋの回転軸と平行な方向に光走査する。この走査方向を主走査方向とい
う。ハーフミラー１９Ｋで反射された光束は、走査始端側に配置されてレーザビームを検
知するレーザビーム検出器Ｐ１Ｋと、走査終端側に配置されてレーザビームを検知するレ
ーザビーム検出器Ｐ２Ｋの受光部に結像されるとともに、これらの受光部を走査する。な
お、レーザビーム検出器は各々固定用基板Ｂ１，Ｂ２に実装固定されている。
【００４１】
　ｆθレンズ群を構成する上記レンズ１４、１７Ｋの材質は、非球面形状が容易かつ低コ
ストで得られるプラスチック材質からなる。具体的には、低吸水性で、高い光透過率、優
れた成形性を持った材質が望ましく、例えば、ポリカーボネートやポリカーボネートを主
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成分とする合成樹脂が好適である。
【００４２】
　イエロー、マゼンタ、シアンの各色成分画像を書き込む光束もそれぞれ上記ブラックの
画像を書き込むための光学系と同様に構成される。すなわち、上記光束はｆθレンズ群を
構成する第一のレンズ１４を透過した後、ミラーで反射され、ｆθレンズ群を構成する第
二のレンズを透過し、ハーフミラーを透過しまた反射され、この透過光はドラム状の光導
電性の感光体上に光スポットとして結像し、各色に対応した光束とも同一の前記矢印方向
に走査される。この光走査により、各感光体に、対応する色成分画像の静電潜像が形成さ
れる。図１では、ブラック以外の各色に対応する光学素子等には符号を付していないが、
ブラックの意味である「Ｋ」が番号後に付されている部品と同じ機能を果たす光学部品が
、イエロー、マゼンタ、シアンに対応する画像を形成するために、ブラックに対応する光
学部品と光学的な同位置に配置されている。
【００４３】
　これら各感光体上に形成された静電潜像は、現像装置により対応する色のトナーで可視
化され、中間転写ベルト２１上に転写される。転写の際、各色トナー画像は互いに重ね合
わせられカラー画像を構成する。このカラー画像はシート状記録媒体上に転写され、定着
される。カラー画像転写後の中間転写ベルト２１はクリーニング装置でクリーニングされ
る。
【００４４】
　以上説明したように、図１は、カラー画像を構成する２以上の色成分画像に対応する複
数の光源装置から放射された各光束を、偏向走査手段としてのポリゴンミラー１２により
同一方向に偏向走査し、走査結像光学系を介して被走査面である感光体上に各偏向光束を
収束させかつ走査する光走査装置を示している。そして、各偏向光束のうち各色共通に透
過する第一のレンズ１４と、各々の走査結像手段に設けられた第二のレンズにより、各色
成分画像に対応する被走査面に向かって個別的に集光させて光走査を行い、各色成分に相
当する４つの走査結像手段を有している。
【００４５】
　図１において、符号２２、２３、２４は中間転写ベルト上における「色ずれ検出手段」
を構成する検出部を示す。検出部２２、２３、２４は、個別の光源からの光束を集光レン
ズで集光して中間転写ベルト２１の定位置に照射して形成したパターンに発行素子などか
らなる光源から証明光を照射し、パターンからの反射光をレンズにより受光素子上に結像
してパターン画像を検出するようになっている。色ずれ検出を行うときは、各光走査装置
により１走査の中で感光体ドラムの両端、中央の３箇所部分に検知用のパターンを書き込
み、トナーで現像可視化して中間転写ベルト２１に転写し上記検出用のパターンを形成す
る。このとき、各色の検知用のパターンは、中間転写ベルト２１上において互いに副走査
方向に等間隔となるように形成される。これら検知用のトナーパターンは、これを色ずれ
検出手段の各検出部２２、２３、２４で検出することによって副走査レジスト位置のずれ
を検出する。検出されたレジスト位置ずれに基づいて走査位置を補正する。
【００４６】
　走査位置補正について、図５に示すフローにしたがって詳述する。各動作ステップには
、Ｓ１，Ｓ２，・・・のように符号を付す。まず、走査位置補正を開始するための条件と
なる画像形成時の連続プリント数および図示しない画像形成装置内の各部の上昇温度を予
め設定しておく。画像形成時の連続プリント数があらかじめ定めた設定値を超えた場合、
または画像形成装置内の各部の温度があらかじめ設定した温度の値まで上昇した場合に補
正開始信号が出力され、上記のようにして転写ベルト上にトナーパターンを形成する。ト
ナーパターンはブラック、シアン、マゼンタ、イエローの像を主走査方向から約４５°傾
けて、所定ピッチで並列させたシェブロンパッチと呼ばれるラインパターン群を形成する
。このラインパターン群を前記各検出部２２、２３、２４で検出する。各検出部の検出信
号から、転写ベルトの移動に応じて基準色となる例えばブラックとの検出時間差を見るこ
とによって色ずれを検出する（Ｓ２）。
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【００４７】
　上記色ずれ検出では、転写ベルト上のトナーパターンを検出し、基準となる色との副走
査方向のレジストずれを色毎に演算する。演算した結果のうち１色でも副走査の１ライン
ピッチ（６００ｄｐｉのときは４２μm、１２００ｄｐｉのときは２１μm）を超える場合
、光源の書出しタイミングを調整し補正する（Ｓ４）。また、上記演算の結果、第一の設
定値（例えば、１ラインピッチの１／５）未満の場合、色ずれ許容値内と判断し走査位置
補正は行わず（Ｓ３）、通常のプリント動作を継続する。
【００４８】
　また、上記演算の結果、第一の設定値以上でありかつ１ラインピッチ以下の場合、その
値に応じて走査位置可変手段である前記非平行平板７１，７２，７３（図１参照）を回動
し、走査位置を微動させて補正する（Ｓ５）。走査位置を移動するための可変信号は可変
方向（副走査方向の上側か下側か）と可変量の２つの情報を有する信号から構成されてい
る。走査位置を可変し補正するときの可変に要する時間は、連続プリントのページ間にお
ける非画像形成時間よりも短くなるように設定している。具体的には５mｓ／μm以下すな
わち１μｍの走査位置可変に要する時間が５mｓ以下の可変速度で動作するように設定し
ている。この値は６００ｄｐｉの１ラインピッチ４２μm分を可変する場合でも、０．２
１ｓ以下で可変できる性能であり、非画像形成時間が短い高速の画像形成装置であっても
対応可能である。非画像形成時間に走査位置の可変を完了するので、ページ内の走査位置
変化に伴う画像劣化を防止することができる。
【００４９】
　次に、走査位置を可変した色の走査位置を画像形成前にレーザビーム検出器で検出する
（Ｓ６）。その検出した結果が可変信号から与えられた可変量以上または第一の設定値以
上であった場合、画像形成は行わず再度走査位置の可変動作（Ｓ５）を行う。ただし、こ
のフローループ５１は、設定された回数以上、または走査位置の可変補正動作を開始して
から設定時間以上にまで達した場合、強制的に終了し、画像形成を実行することも可能と
している。こうする目的は、画像形成装置のダウンタイムを極力低減するためである。な
お、上記設定回および設定時間は予め設定するようにしてもよいし、外部から任意に設定
するようにしてもよい。
【００５０】
　ステップＳ６のビーム走査位置検出で検出した結果が、１ラインピッチ以上であった場
合、走査位置可変装置の誤動作による過大可変やレーザビーム検出器の誤検知が考えられ
る。そこで、誤検知か否か判断するために再度レーザビーム検出器により検出を行いチェ
ックする。同様な結果であれば、走査位置可変装置の誤動作による過大可変と判断し、１
ラインピッチ以上の補正を行う書出しタイミングの調整ループ５２へ移る（Ｓ４）。その
後、再度トナーパターンによる検出を行い、その検出結果に応じて走査位置可変装置によ
り走査位置を再度可変する。
【００５１】
　なお、レーザビーム検出器によりビーム走査位置を常時検出し監視することにより、可
変に伴う走査位置変化以外についても突発的な異常を検知できるので好適である。
【００５２】
　図６に走査位置可変装置である非平行平板組立体の構成例を示す。図６において、非平
行平板７１はホルダ７２の中央枠内に固定されている。ホルダ７２は、内周部の略円筒面
からなる受部７３を形成した支持部材７４によって保持されている。支持部材７４は受け
部７３に切欠部７３ａを有し、ホルダ７２の一対の鍔部７６を切欠部７３ａに合わせて挿
入し、ホルダ７２を回転させることで鍔部７６が支持部材７４の裏側に引っ掛かり、ホル
ダ７２が支持部材７４に密着した状態で、かつ、円柱状の嵌合部７５を基準にして、受部
７３に対し回転摺動可能に保持されている。支持部材７４は、上記したように底面を基準
に光学ハウジングにねじ止めされ、受部７３の回動中心が光源ユニットの出射光軸と合う
ように高さＨが各々設定されている。ホルダ７２とともに非平行平板７１が回動すること
によってビームの出射光軸をわずかに傾けることができる。ホルダ７２の一端にはレバー



(15) JP 2010-26520 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

部７７が形成されている。支持部材７４は庇状に形成された突出部に貫通穴８０が形成さ
れ、この貫通穴８０をステッピングモータ７８の軸が貫通し、この軸の先端に形成された
送りネジが上記ホルダ７２のレバー部７７に螺合している。したがって、ステッピングモ
ータ７８の回転駆動により送りネジが上下動し、その上下動に伴って非平行平板７１を一
体に有するホルダ７２が回動可能となっている。この際のバックラッシュをとるため、ホ
ルダ７２のピン８１と支持部材７４のピン８２との間にスプリング７９により引張力をか
け、一方向に片寄せする構成としている。上記送りネジの上下動に対してホルダ７２を回
転可能とするために、例えば、上記レバー部７７に、上記送りねじが螺合されるナットを
傾くことができるように埋め込み、あるいは、上記送りねじとステッピングモータ７８の
軸とをユニバーサルジョイントなどで結合するとよい。
【００５３】
　いま、非平行平板７１回転（回動）角をγ、非平行平板７１の頂角をε、光源装置のカ
ップリングレンズの焦点距離をｆｃ、光学系全系の副走査倍率をζとすると、感光体面で
の副走査位置の可変量Δｙは、
　　　　Δｙ＝ζ・ｆｃ・（ｎ－１）ε・ｓｉｎγ
　　　　　ｎは非平行平板の屈折率
で与えられ、副走査位置の可変量として必要な１００μm以内（６００ｄｐｉの１ライン
ピッチの２倍程度、１２００ｄｐｉの場合は５０μm以内）では回転角に比例して可変で
きる。なお、好適な例として非平行平板７１の頂角εは１～５°とする。頂角εが１°未
満の場合、回転角γに対する反応が鈍いため、ステッピングモータ７８の回転駆動を長時
間駆動する必要があり、可変時間が長くなる。また、上記頂角εが５°を超えると回転角
γに対する反応が敏感になりすぎるため、可変量の分解能が低下する、といった不具合が
ある。
【００５４】
　また、ホルダ７２と支持部材７４相互の回転摺動面の材質を、低摩擦係数、耐磨耗性の
良好な材質、例えばポリアセタール、ポリイミド樹脂や潤滑性ニッケルメッキで構成し、
非平行平板７１の材質は、表面の平面度を１００ｍＲ以上の高精度にすることが可能なガ
ラスで構成することが好適である。なお、平面度を１００ｍＲ以下で製作可能な樹脂材質
を用いる場合、あえて１００ｍＲ以下の円弧曲面形状としてもよい。その表面形状による
光学的な劣化（像面位置の変動）が発生するが、非平行平板７１を光軸方向の調整を付加
することにより劣化を相殺し、安価な樹脂製の非平行平板を使用することができる。
【００５５】
　次に、レーザビーム検出器について詳述する。図１に示す実施例ついて先に延べたよう
に、レーザビーム検出器（図１では、一つの光走査装置のレーザビーム検出器にのみ符号
Ｐ１Ｋ，Ｐ２Ｋを付している）に入射する走査ビームは、感光体２０Ｋの画像領域内を走
査するレーザビームと同じ光学レンズ、反射ミラー、ハーフミラーを透過、反射し、レー
ザビーム検出器へ到達して結像する。レーザビーム検出器へ導く専用の光学レンズや反射
ミラーを用いていないため、走査光学特性は画像領域内と同じ特性となる。したがって、
専用の光学レンズや反射ミラーで発生しがちな温度変化による光学特性の違いはなく、レ
ーザビーム検出器の検出精度に影響を与えず、高精度なレーザビーム検出が可能となる。
他の走査結像手段においても同様な構成でレーザビーム検出器が配置されている。
【００５６】
　図２は、レーザビーム検出器の構成と検出信号を説明するための図である。同図（ａ）
は検出器の構成、同図（ｂ）は出力波形をそれぞれ示す。図２において、符号２１９はレ
ーザビーム検出器、ＰＤ１は第１系統の受光素子、ＰＤ２は第２系統の受光素子、Ｄは最
大素子幅（主走査方向の全幅）、Ｈは副走査方向の有効検出高さ、θは受光素子傾斜辺の
角度、ＡＭＰは増幅器、ＣＭＰは比較器をそれぞれ示す。第１系統の受光素子ＰＤ１、第
２系統の受光素子ＰＤ２は主走査方向に隣接して配置され、ともにレーザビームが通過す
る領域において互いに非平行に形成された２つの受光領域に分かれている。それぞれの受
講領域は、受光素子ＰＤ１とＰＤ２で隣接して配置され、隣接している端縁部は互いに平
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行に直線的に形成されている。各受光素子の２つの受光領域間の角度は角度θ（０＜θ＜
９０°）を持たせて配置されている。角度θは３０°～６０°が好適である。図２および
図３では角度θが４５°の例を示しており、最も好適な例である。角度θが３０°よりも
小さいと、走査される２つのレーザビームの時間間隔Ｔ１、Ｔ１′の差が少なくなり検出
感度が悪くなる。一方、角度θが６０°を超えると、主走査方向の受光面の全幅Ｄに対す
る副走査方向の有効検出高さＨが小さくなり、必要な有効検出高さＨを確保するためには
受光面の全幅Ｄが大きくなり、受光面が画像領域内に入りこむという問題、あるいは走査
光学系の有効領域を広く設定する必要があり、走査レンズが長大化してしまうという問題
がある。副走査方向の高さＨと受光面の全幅Ｄは各々Ｈ＝１～３ｍｍ、Ｄ＝５ｍｍ以下に
設定することが、上記問題を発生させず好適である。なお、角度θが４５°の場合、上記
の問題をバランスよく配分し許容でき最も好適な値である。
【００５７】
　２つの受光領域のうち一方をレーザビームの走査方向に対し垂直に形成すると、レーザ
ビームが副走査方向にずれた場合であってもセンサ出力のタイミングが変化しないので、
水平同期信号を得るのに好適である。
【００５８】
　図２に示すレーザビーム検出器２１９、図３に示すレーザビーム検出器２２０は、図１
に示すレーザビーム検出器Ｐ１ＫまたはＰ２Ｋに相当するもので、レーザビーム検出器Ｐ
１ＫまたはＰ２Ｋは、図２、図３に示すような受光面形状をしており、また、図２、図３
に回路ブロック図で示した回路構成の検出回路を有している。かかる機能を有するレーザ
ビーム検出器が図１に示す基板Ｂ１またはＢ２に実装され固定されている。
【００５９】
　受光素子ＰＤ１、ＰＤ２の出力信号をそれぞれ増幅器ＡＭＰ１、ＡＭＰ２により電流電
圧変換と電圧増幅を行った後、比較器ＣＭＰにて電圧比較を行い、比較器ＣＭＰは増幅器
ＡＭＰ２の出力信号レベルが増幅器ＡＭＰ１の出力信号レベルより低くなったときに信号
を出力する。このように増幅器ＡＭＰ１と増幅器ＡＭＰ２のクロスポイントを検知してい
るので、レーザビームの光量が変化しても検出精度に影響を与えることがなく、高精度の
検出が可能となる。そのために、２系統の受光素子の隣接部の間隔は通過するビームのス
ポットサイズより小さく設定している。
【００６０】
　図２（ｂ）は第一のレーザビームＬ１と第二のレーザビームＬ１′が受光素子ＰＤ１、
ＰＤ２を通過したときのレーザビーム検出器の出力信号のタイミングチャートである。第
一のレーザビームはビーム走査位置を検出するときの基準となるレーザビームである。例
えば基準位置として予め工場出荷時や補正開始時のレーザビームの走査位置に相当する値
を基準位置の情報として記憶させておく。第二のレーザビームは走査位置を検出するとき
のものである。
【００６１】
　レーザビームの通過により２つのパルスが出力され、その２つのパルスの立下りから立
下りまでの時間間隔（Ｔ１あるいはＴ１′：Ｔ１はＬ１、Ｔ１′はＬ１′に対応）はレー
ザビームが走査される副走査方向の位置に依存する。２つのレーザビームの時間間隔がＴ
１、Ｔ１′のときレーザビームの走査位置ΔＰは以下の式（１）から求められる。
　ΔＰ＝ｖ×（Ｔ１′－Ｔ１）／ｔａｎθ　・・・・式（１）
　ここで、ｖは走査されるレーザビームの速度を表す。
走査位置ΔＰは演算手段により、走査位置の変化方向（ΔＰの正負符合により識別）と変
化量を演算する。実施例のようにＬ１に対してＬ１′が下方を走査する場合、ΔＰは正と
なる。
【００６２】
　なお、色毎の画像信号に対応してレーザビームが複数の場合、レーザビーム検出器を走
査するときのみ１つのレーザビームが走査するように、他のレーザビームはその時のみ検
知しない程度に減光または消光する。複数のレーザビームがレーザビーム検出器内を走査
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してしまうと検出値が誤った結果を出力するからである。
【００６３】
　走査されるレーザビームの速度ｖ、および各受光素子の２つの受光領域間の角度θは、
画像形成中およびレーザビーム検出時は実質的に定数であるため、実際の演算では（Ｔ１
′－Ｔ１）を行い、その結果を用いて副走査間隔の補正を実施している。また、（Ｔ１′
－Ｔ１）が少なくともジョブ中は一定となるように、前述の走査位置可変装置を用いて走
査位置を可変することにより、各色画像の副走査方向のレジスト位置を補正しかつ位置が
ずれないようにしている。
【００６４】
　上述の場合、たとえばポリゴンミラーのジターにより走査特性に変化が生じると、受光
面の同一部分を走査しても異なる走査時間として計測され、あたかも副走査方向の走査位
置が変化したものと誤認される恐れがある。そこで、ポリゴンミラーによる走査の回数を
下記の回数で平均化する回路を備えることにより、ポリゴンミラーのジターの影響を低減
することができる。レーザビームの走査回数をＣ［回］、ポリゴンミラーの回転数をＮ［
ｒｐｍ］、ポリゴンミラー面数をＭ［面］、画像形成終了後、次の画像形成開始までの非
画像形成時間をＴ［ｓ］としたとき、式（２）を満足するように設定している。
　Ｃ＜（Ｎ×Ｍ×Ｔ）／６０　　・・・・式（２）
ポリゴンミラーの任意の特定面を走査するときの（Ｔ１′－Ｔ１）情報を得ることにより
、上記式の右辺を
　　　（Ｎ×Ｔ）／６０
としてもよい。特定面の情報を得る方法として、面数に応じて、データをカウントしない
方法、すなわち、６面の場合であれば、任意の１面を第１面と仮定してこれを特定面とし
、第２～第５面のデータをカウントしない方法を採ればよい。こうすることによって、ジ
ターの影響を一層小さくすることができる利点がある。
【００６５】
　ポリゴンミラーのジターの影響を低減するために、少なくとも走査回数Ｃは２以上の複
数回とし、平均化処理する必要がある。電気ノイズの影響を考慮すると、走査回数が多い
ほど精度が向上する。ただし、増加した走査回数は、画像形成装置における一つの画像形
成（光走査装置の光源を画像信号に基づいて発光制御している時間）と次（ページ）の画
像形成との間となる非画像形成時間（プリントページ間）内で走査される回数以下とする
ことが好適である。その理由は、画像形成が完了した直後のレーザビームを検知すること
により、その結果に基づいて直後の画像形成時にレーザビームの走査位置を補正すること
が可能となるからである。したがって、より望ましくは、式（２）の左辺はＦをレーザビ
ームの走査位置補正が完了するまでの時間に対応する走査回数として「Ｃ＋Ｆ」とするの
が好適である。レーザビームの検知を非画像形成時間としているので、画像領域内のレー
ザビーム検知に支障をきたすことがない。ハーフミラーで画像形成時に画像領域内のレー
ザビームを検知する場合、画像信号を含んだレーザビームとなり、レーザビーム検出器内
を走査する連続点灯された走査ビームではなくなるため、レーザビームの安定した検出が
できなくなる。レーザビーム検出器の受光面の範囲Ｄは、走査レーザビームが連続点灯し
ている必要がある。
【００６６】
　また、主走査方向の走査時間の検出精度に影響を与える光学レンズのｆθ特性の温度変
動については、事前に温度変化による走査時間の変化量を算出しておき、光学レンズの近
傍に配置した温度センサの温度結果に応じて、計測された走査時間の補正を行うことが好
適である。
【００６７】
　図３は、レーザビーム検出器の他の実施形態を示すもので、（ａ）は検出器の構成を、
（ｂ）は出力波形をそれぞれ示している。図３において符号２２０は検出器を示す。本実
施形態では、第１系統の受光素子ＰＤ１は、図２に示す実施形態の構成と同様、１個の受
光素子でありながらレーザビーム通過領域においては２つの受光領域に分かれている。一
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方、第２系統の受光素子ＰＤ２は、レーザビーム通過領域において１個の受光領域のみを
有している。この場合でも受光素子ＰＤ１とＰＤ２の隣接端縁は互いに平行に形成されて
いる。したがって、受光素子ＰＤ２は実質的に３角形状を呈している。図３に示す検出器
の構成の場合、比較器ＣＭＰからの検出信号出力は、１つのレーザビームの走査に対して
１つのパルスが出力され、パルス幅（Ｔ１またはＴ１′）が副走査方向の走査位置に依存
する。演算式は式（１）と同じなので省略する。
【００６８】
　図４はレーザビーム検出器のさらに他の実施形態を示す。図４（ａ）は、第１系統の受
光素子ＰＤ１、第２系統の受光素子ＰＤ２ともに、２個の素子に分割され２個の受光領域
を形成している例を示している。第１系統の受講領域は電気的に接続され、第２系統の受
光領域も電気的に接続されて、それぞれの受講領域があたかも１つの受光素子であるかの
ように扱われる。したがって信号処理は図２に示す実施形態の場合と全く同じになる。図
４（ｂ）は、第１系統の受光素子ＰＤ１のみが上記（ａ）と同様に２個の素子に分割され
、電気的に接続されている。第２系統の受光素子ＰＤ２は図３に示す実施形態と同様に３
角形状になっていても差し支えないが、走査線が上方に寄ったとき、第２系統の受光素子
ＰＤ２からの出力時間が極端に短くなるのを避けるため、図４（ｂ）のように、台形状に
形成するのも良い方法である。
【００６９】
　また、画像領域内の光量とレーザビーム検出器に必要な光量が異なる場合、レーザビー
ム検出器によって検知する時のみ光源の出力を調整することにより、検知精度の低下を防
止することが可能となる。
【００７０】
　図１に示す実施例では、レーザビーム検出器Ｐ１Ｋ、Ｐ２Ｋが固定される基板Ｂ１，Ｂ
２は別部材で構成されているものとして示しているが、温度が５０℃以上の高温に曝され
る場合、または各色部に配置されているレーザビーム検出器の温度差が５℃以上ある場合
、固定基板は同一の基板上に配置することが好適である。温度変動があると、レーザビー
ム検出器の移動、および相対位置関係の移動により正確な検出ができなくなるので、固定
基板は熱膨張率１．０×１０－５／℃以下の材質を用い、温度変動による影響を実質的に
なくしている。さらに複数のレーザビーム検出器間に発生する電気ノイズの影響をなくす
ために、固定基板は非導電性で有ることが好適である。具体的にはガラス（熱膨張率０．
５×１０－５／℃）、セラミック材質（アルミナ：熱膨張率０．７×１０－５／℃、炭化
珪素：熱膨張率０．４×１０－５／℃）が好適である。なお、アルミ合金（熱膨張率２．
４×１０－５／℃）では、温度変動によりレーザビーム検出精度が劣化する。
【００７１】
　図７に、以上説明した光走査装置を搭載した画像形成装置の例を示す。図１に示す光走
査装置を単一の光学ハウジングに収納してなる光走査装置１０５が、多色画像形成装置内
に配置されている。光走査装置１０５は図７に示した画像形成装置内の４つの感光体２０
Ｙ、２０Ｍ、２０Ｃ、２０Ｋ（以下、符号に対する添字Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋを適宜付け、Ｙ：
イエロー、Ｍ：マゼンダ、Ｃ：シアン、Ｋ：ブラックの色に対応する部分として区別する
ものとする。）が並設された作像部の上方に配置されている。
【００７２】
　図７に示す多色画像形成装置は、複数の感光体２０Ｙ、２０Ｍ、２０Ｃ、２０Ｋを並列
に配置したタンデム型のカラー画像形成装置である。装置上部から順に光走査装置１０５
、現像装置１０６、感光体１０３、中間転写ベルト２１、定着装置１１４、給紙カセット
１１１がレイアウトされている。中間転写ベルト２１には各色に対応したドラム状の感光
体２０Ｙ、２０Ｍ、２０Ｃ、２０Ｋがこの並び順に等間隔で配設されている。感光体２０
Ｙ、２０Ｍ、２０Ｃ、２０Ｋは同一径に形成されたもので、その周囲には電子写真プロセ
スを所定の順序で実行するためのユニットが順に配設されている。感光体２０Ｙを例に説
明すると、帯電チャージャ（図示しない）、光走査装置１０５から出射された画像信号に
基づくレーザビームＬＹの照射による露光部、現像装置１０６Ｙ、転写チャージャ（図示
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しない）、クリーニング装置（図示しない）等が順に配設されている。他の感光体２０Ｍ
、２０Ｃ、２０Ｋに対しても同様に各ユニットが配置されている。すなわち、本実施の形
態では、感光体２０Ｙ、２０Ｍ、２０Ｃ、２０Ｋを色毎に配設し、各感光体表面を被走査
面とするものであり、光走査装置１０５から偏向されつつ出射されるレーザビームＬＹ、
ＬＭ，ＬＣ、ＬＫが、各々のレーザビームに対応する感光体の表面を走査するように設け
られている。
【００７３】
　感光体２０Ｙの例を挙げて画像形成動作を説明する。帯電チャージャにより一様に帯電
された感光体２０Ｙは、その表面がレーザビームＬＹで主走査され、また、矢印Ａで示す
半時計方向に回転することによって副走査されることにより、感光体２０Ｙ上に静電潜像
が形成される。また、光走査装置１０５によるレーザビームＬＹの照射位置よりも感光体
の回転方向下流側（前側）には、感光体２０Ｙにトナーを供給する現像器１０６Ｙが配設
され、イエローのトナーが供給される。現像器１０６Ｙから供給されたトナーは、静電潜
像が形成された部分に付着し、トナー像が形成される。同様に感光体２０Ｙ、２０Ｍ、２
０Ｃ、２０Ｋには、それぞれＭ、Ｙ、Ｋの単色トナー像が形成される。感光体２０Ｙの現
像器１０６Ｙの配設位置よりもさらに回転方向下流側には、中間転写ベルト２１が配置さ
れている。中間転写ベルト２１は、複数のローラ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに巻付け
られて支持され、図示しないモータの駆動により矢印Ｂ方向に移動搬送されるようになっ
ている。この搬送により、中間転写ベルト２１は感光体２０Ｙ、２０Ｍ、２０Ｃ、２０Ｋ
との対向面がこの順に移動するようになっている。中間転写ベルト２１は、感光体２０Ｙ
、２０Ｍ、２０Ｃ、２０Ｋで現像された各単色画像を順次重ねあわせて転写し、中間転写
ベルト２１上に多色（カラー）画像を形成するようになっている。中間転写ベルト２１上
のカラー画像は、給紙トレイ１１１から１枚ずつ引き出され、矢印Ｃ方向に搬送される転
写紙に転写される。カラー画像が形成された転写紙は、定着器１１４により定着処理され
た後、フルカラー画像として排紙される。
【００７４】
　次に、本発明にかかる光走査装置の別の実施例について説明する。図８は４ステーショ
ンを走査する光走査装置の実施例で、２ステーションずつ２分し、光偏向器をなす単一の
ポリゴンミラーの、互いに対向する側からビームを入射して、相反する方向に偏向、走査
する対向走査方式の例を示している。４つの感光体ドラム１０１、１０２、１０３、１０
４は転写体としての転写ベルト１０５の移動方向に沿って等間隔で配列され、それぞれ異
なる色のトナー像が形成される。各感光体ドラムに形成された異なる色のトナー像は転写
ベルト１０５に順次転写され重ね合わせられることでカラー画像を形成する。
【００７５】
　図７に示す例で説明したように、各感光体ドラムを走査する光走査装置は一体的に構成
され、光走査装置が有するポリゴンミラー１０６により４つの光ビームを走査する。ポリ
ゴンミラー１０６の回転方向は同一であるので、走査方向は対向する側で相反する方向と
なり、一方の書出し位置ともう一方の書き終わり位置とが一致するように画像を書き込ん
でいく。また、図８に示す実施例では、各感光体に対して半導体レーザを一対配備し、副
走査方向に記録密度に応じて１ラインピッチ分ずらして走査することにより、２ラインず
つ同時に走査するようにしている。
【００７６】
　各光源ユニットからのビーム２０１、２０２、２０３、２０４は、光源ユニット毎に射
出位置が副走査方向に異なる部位、実施例では光源ユニット１０７、１０８と１０９、１
１０との射出位置が所定高さ、実施例では６ｍｍ、だけ異なるよう配備されている。光源
ユニット１０８と１０９からのビームは入射ミラー１１１、１１２により折り返され、直
接ポリゴンミラー１０６へと向かい、光源ユニット１０７と１１０からのビームに主走査
方向を近接させてポリゴンミラー１０６に入射される。
【００７７】
　シリンダレンズ１１３、１１４、１１５、１１６は、一方を平面、もう一方を副走査方
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向に共通の曲率を有し、ポリゴンミラー１０６の偏向点までの光路長が等しくなるように
配備してある。各光ビームはポリゴンミラー１０６の偏向反射面付近で主走査方向に線状
となるように収束され、後述するトロイダルレンズとの組み合わせで、偏向点と感光体面
上とが副走査方向に共役関係とすることで面倒れ補正光学系をなす。
【００７８】
　非平行平板１１７、１１８、１１９は、いずれか一面を主または副走査方向にわずかに
傾けたガラス基板であり、基準色を除くステーション（実施例では、光源ユニット１０９
からのビーム以外）に配備され、光軸周りに回転制御することで各走査位置を安定的に保
持する。
【００７９】
　ポリゴンミラー１０６は６面ミラーで、実施例では２段に構成され、偏向に用いていな
い中間部をポリゴンミラーの内接円より若干小径となるように溝を設けて風損を低減した
形状としている。偏向反射面の１層の厚さは約２ｍｍである。なお、上下の偏向反射面の
位相は同一である。
【００８０】
　ｆθレンズ１２０、１２１も２層に一体成形、または接合され、各々、主走査方向には
ポリゴンミラーの回転に伴って感光体面上でビームが等速に移動するようにパワーを持た
せた非円弧面形状となっている。ｆθレンズ１２０、１２１は、ビーム毎に配備されるト
ロイダルレンズ１２２、１２３、１２４、１２５との協働により各ビームを感光体面上に
スポット状に結像し、潜像を記録する。
【００８１】
　各色の画像を形成する各ステーションは、ポリゴンミラーから感光体面に至る各々の光
路長が一致するように、また、等間隔で配列された各感光体ドラムに対する入射位置、入
射角が等しくなるように複数枚、実施例では１ステーションあたり３枚ずつ、の折り返し
ミラーが配置されている。色ステーション毎に光路を追って説明すると、光源ユニット１
０７からのビーム２０１は、非平行平板１１７、シリンダレンズ１１３を介し、ポリゴン
ミラー１０６の上段で偏向された後、ｆθレンズ１２０の上層を通過し、折り返しミラー
１２６で反射されてトロイダルレンズ１２２を通過し、折り返しミラー１２７、１２８で
反射されて感光体ドラム１０２に導かれ、第２のステーションとしてマゼンタ画像を形成
する。光源ユニット１０８からのビーム２０２は、非平行平板１１８、シリンダレンズ１
１４を介して、入射ミラー１１１で反射されポリゴンミラー１０６の下段で偏向された後
、ｆθレンズ１２０の下層を通過し、折り返しミラー１２９で反射されてトロイダルレン
ズ１２３を通過し、折り返しミラー１３０、１３１で反射されて感光体ドラム１０１に導
かれ、第１のステーションとしてイエロー画像を形成する。
【００８２】
　ポリゴンミラー１０６に対称に配備されて上記ステーションに対向するステーションに
ついても同様で、光源ユニット１０９からのビーム２０３は、入射ミラー１１２を介して
ポリゴンミラー１０６の下段で偏向され、折り返しミラー１３２、１３３、１３４で反射
されて感光体ドラム１０４に導かれ、第４のステーションとしてブラック画像を形成する
。また、光源ユニット１１０からのビーム２０４は、ポリゴンミラー１０６の上段で偏向
され、折り返しミラー１３５、１３６、１３７で反射されて感光体ドラム１０３に導かれ
、第３のステーションとしてシアン画像を形成する。
【００８３】
　図１０、図１１には、トロイダルレンズの支持筐体の構成を示す。トロイダルレンズ３
０５は、樹脂製で、レンズ部を囲うようにリブ部３０６が形成され、中央部には位置決め
用の突起３０７が形成されている。トロイダルレンズ３０５は支持板３０１によって支持
される。支持板３０１は板金加工によりコの字状に形成され、トロイダルレンズ３０５の
突起３０７を、立曲げ部に形成した切欠３１６に係合し、また、リブ部３０６の下面を立
曲げ部３１０に突き当てて位置決めし、一対の板ばね３０３によりリブ部３０６の上面よ
り付勢してトロイダルレンズ３０５の両端を保持する。板ばね３０３はトロイダルレンズ
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３０５を支持板３０１に重ね合わせた状態で外側よりはめ込み、一端を開口３１３から内
側に出し、開口３１４に挿入して固定する。
【００８４】
　支持板３０１の中央部にはねじ穴３１２に調節ねじ３０８を螺合し、板ばね３０２を同
様に外側よりはめ込んで下側リブ部３０６の内側に引っ掛けて同様に固定し、調節ねじ５
０８の先端にリブ部３０６の下面が確実に当接するように付勢する。板ばねの穴３１９は
調節ねじ３０８を貫通する穴である。トロイダルレンズ３０５は長尺で、剛性が低いため
、わずかな応力が加わるだけで変形（反り）を生じ易く、また、周囲温度の変化に伴って
上下に温度分布があると熱膨張差によっても変形してしまう。しかし、上記のように支持
板３０１に沿わせることで形状を安定的に保ち、後述する傾け調整の際に局部的に応力が
加わってもトロイダルレンズ３０５を変形させることがない（母線の直線性を保持する）
ようにしている。
【００８５】
　トロイダルレンズ３０５を装着した支持板３０１は、レンズ中央部に形成された突起３
１８をハウジング側に設けられた凹部３０９に嵌合して位置決めを行ない、図１０、図１
１において上向きに付勢するよう両端のハウジング取付面との間に板ばね３０４を架橋し
て支持する。一端側には、支持板３０１に形成した嵌合穴３１６をシャフトが貫通してス
テッピングモータ３１５が固定されている。ステッピングモータ３１５のシャフト先端に
形成された送りねじを可動筒３１７のねじ穴に螺合し、可動筒３１７の先端をハウジング
受け面に突き当てることで、ステッピングモータ３１５の回転により副走査方向（トロイ
ダルレンズの高さ方向）に変位可能としている。これにより、ステッピングモータ３１５
の正逆回転に追従してトロイダルレンズ３０５は光軸と直交する面内で突起３１８の係合
部を支点として回動調節することができる。この回動調節方向を矢印γで示している。こ
の回動調節に伴って副走査方向におけるトロイダルレンズ３０５の母線が傾き、トロイダ
ルレンズ３０５の結像位置としての走査ラインが傾けられる。基準となる第４のステーシ
ョンを除く他のステーションのトロイダルレンズに回転支点端の方向を揃えて配備される
。
【００８６】
　図１１はトロイダルレンズ３０５の装着状態を光軸方向からみた図である。トロイダル
レンズ３０５は両端を立曲げ部３１０の縁、中央を調節ねじ３０８の先端で支持され、調
節ねじ３０８の突出し量が立曲げ部３１０に足りない場合には、トロイダルレンズの母線
３１２が下側に凸となるよう反る。逆に突出し量が超えると上側に凸に反る。従って、こ
れらの調節ねじを調整することによってトロイダルレンズの焦線が副走査方向に湾曲され
、走査ラインの曲がりが補正できる。一般に、走査ラインの曲がりは光学系を構成する光
学素子の配置誤差や成形時の反り等に起因し、これをキャンセルする方向にトロイダルレ
ンズ３０５を湾曲させることによって直線性を矯正する、あるいは、各走査ライン間の湾
曲の方向と量を揃えることができる。
【００８７】
　なお、上記した調節ねじは主走査方向に沿った複数箇所に配備してもよく、中央部と立
曲げ部３１０との中間の計３箇所に配備することにより、Ｍ型やＷ型の曲がりについても
補正が可能となる。図８に示す実施例では、基準となる第４のステーションを含めた全て
のトロイダルレンズに配備され、製造時にその他のステーションの走査ラインを基準とな
る走査ラインの曲がりの方向と量とに揃うように合わせており、この状態を保ったまま、
上記した傾き調整を行うことができるようにしている。
【００８８】
　図８において、感光体ドラムの画像記録領域の走査開始側および走査終端側には、フォ
トセンサを実装した基板１３８、１３９および１４０、１４１が配備され、各ステーショ
ンにおいて走査されたビームを検出するようになっている。図示の実施例では、基板１３
８、１４０は同期検知センサとなし、この検出信号を基に各々書き込み開始のタイミング
をはかるよう共用している。一方、基板１３９、１４１は終端検知センサをなし、同期検
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知センサとの検出信号の時間差を計測することで走査速度の変化を検出し、検出された走
査速度の変化に対して、各半導体レーザを変調する画素クロックの基準周波数を反比例倍
して再設定することで、各ステーションによって記録された画像の転写ベルト上での全幅
倍率を安定的に保持するように構成されている。
【００８９】
　また、いずれかのセンサを図１２に示すように主走査方向に垂直なフォトダイオード１
５２と非平行なフォトダイオード１５３とで構成することにより、フォトダイオード１５
２からフォトダイオード１５３に至る時間差Δｔを計測することで、光ビームの副走査位
置のずれΔｙを検出することができる。副走査位置のずれΔｙはフォトダイオード１５３
の傾斜角γ、光ビームの走査速度Ｖを用いて
　　　Δｙ＝（Ｖ／ｔａｎγ）・Δｔ
で表され、実施例では、Δｔが常に一定となるように、後述する光軸偏向手段を用いて保
持することにより、各色画像の副走査レジストがずれないよう照射位置を補正している。
【００９０】
　図９は、一つの光源ユニットの例を示す分解斜視図である。図８に示す実施例において
、全ての光源ユニットは同一構成である。図９において、半導体レーザ３０１、３０２お
よびカップリングレンズ３０３、３０４は、各色走査手段に、射出軸に対して主走査方向
に対称に配備され、各半導体レーザはパッケージの外周を各ベース部材３０５、３０６に
裏側より圧入され、ホルダ部材３０７の裏面に、各々３点を表側から貫通したねじを螺合
して当接させて保持している。カップリングレンズ３０３、３０４はホルダ部材３０７に
相反する方向に開くよう形成したＶ溝部３０８、３０９に外周を突き当て、板ばね３１０
、３１１により内側に寄せてねじ固定されている。この際、半導体レーザの発光点がカッ
プリングレンズの光軸上になるように、ベース部材の当接面（光軸に直交する面）上での
配置を、また、カップリングレンズからの射出光が平行光束となるようＶ溝上（光軸上）
での位置を調節して固定している。各々の射出光の光軸は射出軸Ｃに対して互いに交差す
る方向となるよう傾けられている。実施例ではこの交差位置をポリゴンミラー反射面の近
傍となるように支持部材の傾斜を設定している。
【００９１】
　駆動回路が形成されたプリント基板３１２はホルダ部材に立設した台座にネジ固定によ
り装着し、各半導体レーザのリード端子をスルーホールに挿入してハンダ付けすることで
光源ユニット３００が一体的に構成されている。光源ユニットは、ハウジングの壁面に高
さを異ならしめて形成した係合穴に各ホルダ部材の円筒部３１３を挿入して位置決めし、
当接面３１４を突き当ててネジ止めされる。この際、円筒部を基準として傾け量γを調整
することで、ビームスポット間隔を記録密度に応じた走査ラインピッチＰに合わせること
ができる。
【００９２】
　次に、図１３を用い、書込制御回路の動作について説明する。画素クロック生成部４０
１は、高周波クロック生成回路４０２、カウンタ４０３、比較回路４０４、画素クロック
制御回路を有してなる。カウンタ４０３では、高周波クロック生成回路４０２で生成され
た高周波クロックＶＣＬＫをカウントし、比較回路４０４ではこのカウント値と、デュー
ティ比に基づいてあらかじめ設定される設定値Ｌ、および画素クロックの遷移タイミング
として外部から与えられ、位相シフト量を指示する位相データＨとを比較し、カウント値
が上記設定値Ｌと一致した際に画素クロックＰＣＬＫの立下りを指示する制御信号ｌを画
素クロック制御回路に出力し、位相データＨと一致した際に画素クロックＰＣＬＫの立上
がりを指示する制御信号ｈを画素クロック制御回路に出力する。この際、カウンタ４０３
は制御信号ｈと同時にリセットされ再び０からカウントを行なうことで、連続的なパルス
列を形成することができる。こうして、１クロック毎に位相データＨを与え、順次パルス
周期が可変された画素クロックＰＣＬＫを画素クロック制御回路が生成する。実施例では
、画素クロックＰＣＬＫは、高周波クロックＶＣＬＫの８分周とし、１／８クロックの分
解能で位相が可変できるようにしている。
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【００９３】
　図１４は、１／８クロックだけ位相を遅らせた例を示す。デューティ５０％とすると設
定値Ｌ＝３が与えられ、カウンタ４０３で４カウントされ画素クロックＰＣＬＫを立ち下
げる。１／８クロック位相を遅らせるとすると位相データＨ＝６が与えられ、７カウント
で立上げる。同時にカウンタがリセットされるので、４カウントで再び立ち下げる。つま
り、隣接するパルス周期が１／８クロック分縮められたことになる。こうして生成された
画素クロックＰＣＬＫは、光源駆動部４０５に与えられ、画素クロックＰＣＬＫを基準に
、画像処理部４０６により読み出された画像データを各画素に割り当てて変調データを生
成し、半導体レーザを駆動する。このように位相をシフトする画素を所定間隔で配置する
ことによって、走査方向に沿った部分的な倍率誤差の歪を補正することができる。
【００９４】
　実施例では、図１６に示すように主走査領域を複数の区間に分割し、分割区間毎に位相
をシフトする画素の間隔とシフト量を以下に示す如く設定し、位相データとして与えてい
る。いま、主走査位置ｘに対する倍率の変化をＬ（ｘ）とすると、ビームスポット位置ず
れの変化Ｍ（ｘ）はその積分値で表される。
　　Ｍ（ｘ）＝∫Ｌ（ｘ）Ｄｘ
分割区間の始点と終点でビームスポット位置ずれが０となるように補正することを想定す
ると、任意の分割区間の倍率の変化に伴う分割区間幅のずれをΔｍ、位相シフトの分解能
をσ（一定）、分割区間内の画素数をＮとすると、位相をシフトする画素の間隔は、
　　Ｄ≒Ｎ／（Δｍ／σ）
　　　但し、Ｄは整数で示され、Ｄ画素毎にσずつ位相をシフトすればよい。
上記実施例では、σは１／８画素となる。従って、この場合、分割区間のちょうど中間位
置でビームスポット位置ずれ残差が最大となるが、この残差が許容範囲内となるように各
分割位置、分割区間の数を決めてやればよい。
【００９５】
　図１５は、実施例におけるビームスポット位置ずれ制御を示すブロック図である。一般
に、各色画像の重ね合わせ精度は、前記転写ベルト１０５上に形成したトナー像の検出パ
ターンを読み取ることで、主走査倍率、副走査レジスト、走査ラインの傾きを、基準とな
るステーションからのずれとして検出し、定期的に補正制御が行なわれている。補正制御
は、例えば、装置の立ち上げ時やジョブ間等のタイミングで行ない、１ジョブのプリント
枚数が多くなる場合には、その間の温度変化によるずれを抑えるために、途中で割り込み
をかけて補正がかけられる。
【００９６】
　図８において、上記検出手段は、照明用のＬＥＤ素子１５４と反射光を受光するフォト
センサ１５５、および一対の集光レンズ１５６とからなる。実施例では、画像の左右両端
２ヵ所に配備され、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローのトナー像を主走査方向から
約４５°傾けて、所定ピッチで並列させたシェブロンパッチと呼ばれるラインパターン群
を形成し、転写ベルトの移動に応じて基準色であるブラックとの検出時間差を読み取って
いく。
【００９７】
　図１８は、その一例を示しており、転写体の移動に沿って検出ライン上のトナー像を読
み取るようになっている。図１８において、紙面上下方向が主走査方向に相当し、左から
イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順に形成したラ
インパターンにより、基準色であるブラックとの検出時間差ｔｙｋ、ｔｍｋ、ｔｃｋの理
論値との差より各色の副走査レジストを、また、傾き角の異なる一組のラインパターンの
検出時間差ｔｋ、ｔｃ、ｔｍ、ｔｙの理論値との差より各色の主走査レジストのずれを求
める。走査ラインの傾きずれについては、両端の副走査レジスト差より求め、上記したト
ロイダルレンズの傾き調整手段を駆動し補正する。
【００９８】
　副走査レジストについては、各検出値の平均より求め、ポリゴンミラー１面おき、つま
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り１走査ラインピッチＰを単位として副走査方向における書出しタイミングを合わせる。
さらに、昨今のカラー画像への要求品質の高まりに伴い１走査ラインピッチＰ以下の精度
でレジストずれを合わせる必要があるため、後述する光軸変更手段を用いて照射位置を微
調整することで、トナー像によって検出された副走査レジストずれのうち、書出しタイミ
ングによって補正できない１走査ラインピッチＰ以下の余分をも補正できるようにし、照
射位置の基準値（初期値）を設定する。
【００９９】
　一方、ページ間においては、上記したようにフォトダイオード１５２、１５３を用い、
画像記録中に蓄積された計測値を基に設定された基準値との差分をフィードバック補正す
ることにより、次のトナーパッチでの定期補正時期まで、基準値を安定的に保つことがで
きる。なお、この基準値は一定値である必要はなく、例えば、転写体の速度変動に対応し
て周期的に変化する値としてもよい。
【０１００】
　主走査倍率については、両端の主走査レジストレジスト差より求め、各半導体レーザを
変調する画素クロックの基準周波数と同期検知信号からのタイミングを調整することで、
画像の全幅と書出し位置を揃える。ページ間においては、上記したように同期検知信号と
終端検知信号との検出時間を基に、倍率変化を常に監視し、温度変化があっても全幅が変
化しないように基準周波数を補正するとともに、中間像高においても倍率の歪みが生じな
いように、あらかじめ、温度変化に伴って生じる各分割区間毎の倍率変化を予測して重み
付けられた位相データを、全幅倍率の可変量に対応してデータテーブルより読み出し、主
走査方向の全域に渡って倍率が均一になるようにしている。
【０１０１】
　図１７は各分割区間ａ～ｈにおける温度に対する倍率の変化を示すが、全幅の倍率変化
に比例して変化しており、全幅倍率の計測値を基に各分割区間の倍率変化に分配できる。
【０１０２】
　このように、実施例では、トナー像検出による定期的な補正に加え、ジョブ中の変動を
監視し、ページ間でも補正をかけることで、ジョブ中においてもわざわざプリント動作を
中断することなく各色画像の重ね合わせ精度が保たれるようにしている。
【０１０３】
　図８に示す実施例も、図１に示す実施例と同様に、非平行平板を含む走査位置可変手段
を有している。この走査位置可変手段の構成は図６を参照してすでに説明した走査位置可
変手段と同じ構成であるから、説明は省略する。
【０１０４】
　図１９は、上記光走査装置を搭載した画像形成装置の例を示す。図１９において、感光
体ドラム９０１の周囲には感光体を高圧に帯電する帯電チャージャ９０２、光走査装置９
００により記録された静電潜像に帯電したトナーを付着して顕像化する現像ローラ９０３
、現像ローラにトナーを補給するトナーカートリッジ９０４、ドラムに残ったトナーを掻
き取り備蓄するクリーニングケース９０５が配置される。感光体ドラムへは上記したよう
にポリゴンミラー１面毎の走査により複数ライン、実施例では5ライン同時に画像記録が
行われる。上記した画像形成ステーションは転写ベルト９０６の移動方向に並列され、イ
エロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナー画像が転写ベルト９０６上にタイミングを
合わせて順次転写され、重ね合わされてカラー（多色）画像が形成される。各画像形成ス
テーションはトナー色が異なるだけで、基本的には同一構成である。
　記録紙は給紙トレイ９０７から給紙コロ９０８により供給され、レジストローラ対９０
９により副走査方向の記録開始のタイミングに合わせて送りだされ、転写ベルト９０６よ
りカラー画像が転写され、定着ローラ９１０で定着して排紙ローラ９１２により排紙トレ
イ９１１に排出される。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明にかかる光走査装置の実施例を示す斜視図である。
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【図２】上記実施例におけるレーザビーム検出器の例を示すもので、（ａ）は検出器の構
成を示す正面図、（ｂ）は出力波形を示す波形図である。
【図３】上記実施例におけるレーザビーム検出器の別の例を示すもので、（ａ）は検出器
の構成を示す正面図、（ｂ）は出力波形を示す波形図である。
【図４】上記実施例におけるレーザビーム検出器のさらに別の例を示すもので、（ａ）（
ｂ）は検出器の互いに異なった構成例を示す正面図である。
【図５】上記実施例の走査位置補正動作の例を示すフローチャートである。
【図６】上記実施例中の走査位置可変手段の例を示す分解斜視図である。
【図７】上記光走査装置を有する多色画像形成装置の実施例を概念的に示す正面図である
。
【図８】本発明にかかる光走査装置の別の実施例を示す斜視図である。
【図９】上記実施例中の一つの光源ユニットの例を示す分解斜視図である。
【図１０】上記実施例中のトロイダルレンズの支持筐体の構成例を示す分解斜視図である
。
【図１１】同上トロイダルレンズの支持筐体の正面図である。
【図１２】上記実施例に用いることができるレーザビーム検出器の例を示す正面図である
。
【図１３】上記実施例中の書込制御回路の例を示すブロック図である。
【図１４】上記書込制御回路の動作を示すタイミングチャートである。
【図１５】上記実施例におけるビームスポット位置ずれ制御を示すブロック図である。
【図１６】上記実施例において主走査領域を複数の分割区間毎に位相をシフトしたときの
画素の間隔とシフト量を示す波形図である。
【図１７】上記各分割区間における温度に対する倍率の変化を示すグラフである。
【図１８】色ずれ検出のためのラインパターン群の例を示す正面図である。
【図１９】光走査装置を搭載した画像形成装置の別の例を示す正面図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　　光源部
　１２　　偏向走査手段
　１４　　ｆθレンズ群を構成するレンズ
　２０Ｋ　　感光体
　２１　　転写ベルト
　２２　　色ずれ検出手段
　７１　　非平行平板
　Ｐ１Ｋ　　レーザビーム検出器
　Ｐ２Ｋ　　レーザビーム検出器
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月24日(2009.9.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の色に対応した画像信号に基づいて変調された複数の光源からの光ビームによって
各画像信号に対応する像担持体面を走査し静電潜像を形成する光走査手段と、上記静電潜
像を各色トナーで顕像化する現像手段と、顕像化された各色画像を重ねあわせて多色画像
を形成する転写手段と、顕像化された各色画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手段と
、この色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれを補正する色ずれ補正
手段と、を有する多色画像形成装置において、
　上記色ずれ補正手段は、少なくとも上記静電潜像の書出しタイミングを可変して書出し
位置を補正するものであって、上記光ビームの走査位置を検出する走査位置検出手段と、
この走査位置検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射位
置可変手段を備え、
　上記色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間に行ない
、書出し位置の基準値を設定するとともに、この基準値をジョブ中にわたって保持するよ
うに、上記走査位置検出手段の検出結果を基に照射位置を常時補正することを特徴とする
多色画像形成装置。
【請求項２】
　複数の色に対応する画像信号に基づいて変調された複数の光源からの光ビームによって
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、各画像信号に対応する像担持体面を走査し、静電潜像を形成する光走査手段と、上記静
電潜像を各色トナーで顕像化する現像手段と、顕像化された各色画像を重ねあわせて多色
画像を形成する転写手段と、顕像化された各色画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手
段と、この色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれを補正する色ずれ
補正手段と、を有する多色画像形成装置において、
　上記色ずれ補正手段は、少なくとも上記静電潜像の書出しタイミングを可変して書出し
位置を補正するものであって、上記光ビームの走査位置を検出する走査位置検出手段と、
この走査位置検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射位
置可変手段を備え、
　上記色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間に行ない
、書出し位置の基準値を設定するとともに、上記走査位置検出手段の検出結果により求め
られるジョブ中での上記基準値からのずれに基づいて上記照射位置を補正することを特徴
とする多色画像形成装置。
【請求項３】
　複数の色に対応する画像信号に基づいて変調された複数の光源からの光ビームによって
、各画像信号に対応する像担持体面を走査し、静電潜像を形成する光走査手段と、上記静
電潜像を各色トナーで顕像化する現像手段と、顕像化された各色画像を重ねあわせて多色
画像を形成する転写手段と、顕像化された各色画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手
段と、この色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像間の位置ずれを補正する色ずれ
補正手段と、を有する多色画像形成装置において、
　上記色ずれ補正手段は、少なくとも上記光源を変調する基準クロックを可変して全幅倍
率を補正するものであって、上記光ビームの所定区間における走査時間を検出する走査時
間検出手段と、この走査時間検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上における走査領
域を複数に分割した各区間での倍率を補正する部分倍率可変手段を備え、
　上記色ずれ検出手段の検出結果に基づく全幅倍率の補正を少なくともジョブ間に行ない
、全幅倍率の基準値を設定するとともに、上記走査時間検出手段の検出結果により求めら
れるジョブ中での上記基準値からのずれに基づいて上記各区間での倍率を補正することを
特徴とする多色画像形成装置。
【請求項４】
　上記照射位置可変手段、または部分倍率可変手段は、ページ間において照射位置、また
は各区間での倍率を補正することを特徴とする請求項２または３記載の多色画像形成装置
。
【請求項５】
　上記走査位置検出手段、または走査時間検出手段は、静電像の形成中の光ビームを検出
することを特徴とする請求項２または３記載の多色画像形成装置。
【請求項６】
　上記走査位置または走査時間の検出を、少なくとも複数回サンプリングすることによっ
て行い、その平均値により照射位置または各区間での倍率を補正することを特徴とする請
求項４または５記載の多色画像形成装置。
【請求項７】
　上記走査位置検出手段は、走査方向に直行する第１の検知部とそれと非平行な第２の検
知部からなる光検知手段を有し、一走査中の光ビームの検出時間差により走査位置を演算
することを特徴とする請求項１または２記載の多色画像形成装置
【請求項８】
　上記照射位置可変手段は、上記光源からの光ビームの向きを可変する光軸変更手段を有
することを特徴とする請求項１または２記載の多色画像形成装置
【請求項９】
　上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検出結果により求められた全幅倍率
に基づいて、所定の重み付けにより区間毎の倍率の補正量を配分することを特徴とする請
求項３記載の多色画像形成装置。



(31) JP 2010-26520 A 2010.2.4

【請求項１０】
　上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検出結果により求められた全幅倍率
に基づいて、あらかじめ全幅倍率に対応づけて記憶された区間毎の倍率変化を読み出し、
補正することを特徴とする請求項３記載の多色画像形成装置。
【請求項１１】
　上記部分倍率可変手段は、上記光源手段を変調する基準クロックのパルス周期を、位相
データにより指示する遷移タイミングで、区間毎に可変することにより倍率を補正するこ
とを特徴とする請求項３記載の多色画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　従来、このレジストずれは、光走査装置によるものであるのか、または光走査装置以外
によるものなのか区分けがなく、転写体に記録されたレジストずれ検出パターンを検出す
ることにより、装置の立上げ時やジョブ間等で定期的に検出し、副走査方向については、
ポリゴンミラー１面おきで書き出しのタイミングを合わせることにより先頭ラインの位置
を補正し、主走査方向については、走査始端で発生される同期検知信号からのタイミング
を調節することにより書出し位置を補正している（例えば、特許文献１、特許文献２、特
許文献３参照）。また、主走査方向の走査始端から走査終端に至る走査時間を検出して画
素クロックの周波数を合わせる等により、各色間の全幅倍率を合せるようにしたものもあ
る（例えば、特許文献４参照）。さらには、実時間で走査位置を制御する方法が提案され
ており、その例として、可変屈折率プリズムを用いたもの（例えば、特許文献５参照）、
ガルバノミラーを用いたもの（例えば、特許文献６参照）、液晶偏向素子を用いたもの（
例えば、特許文献７参照）などがある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明はまた、レジストずれ検出パターンによる補正の頻度を低減することで、無駄な
トナー消費をなくすことができる多色画像形成装置を提供することを目的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明は、請求項１に記載されているように、複数の色に対応した画像信号に基づいて
変調された複数の光源からの光ビームによって各画像信号に対応する像担持体面を走査し
静電潜像を形成する光走査手段と、上記静電潜像を各色トナーで顕像化する現像手段と、
顕像化された各色画像を重ねあわせて多色画像を形成する転写手段と、顕像化された各色
画像間の位置ずれを検出する色ずれ検出手段と、この色ずれ検出手段の検出結果に基づい
て各色画像間の位置ずれを補正する色ずれ補正手段と、を有する多色画像形成装置におい
て、上記色ずれ補正手段は、少なくとも上記静電潜像の書出しタイミングを可変して書出
し位置を補正するものであって、上記光ビームの走査位置を検出する走査位置検出手段と
、この走査位置検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射
位置可変手段を備え、上記色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくと
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もジョブ間に行ない、書出し位置の基準値を設定するとともに、この基準値をジョブ中に
わたって保持するように、上記走査位置検出手段の検出結果を基に照射位置を常時補正す
ることを最も大きな特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項２記載の発明のように、複数の色に対応する画像信号に基づいて変調された複数
の光源からの光ビームによって、各画像信号に対応する像担持体面を走査し、静電潜像を
形成する光走査手段と、上記静電潜像を各色トナーで顕像化する現像手段と、顕像化され
た各色画像を重ねあわせて多色画像を形成する転写手段と、顕像化された各色画像間の位
置ずれを検出する色ずれ検出手段と、この色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像
間の位置ずれを補正する色ずれ補正手段と、を有する多色画像形成装置において、上記色
ずれ補正手段は、少なくとも上記静電潜像の書出しタイミングを可変して書出し位置を補
正するものであって、上記光ビームの走査位置を検出する走査位置検出手段と、この走査
位置検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射位置可変手
段を備え、上記色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間
に行ない、書出し位置の基準値を設定するとともに、上記走査位置検出手段の検出結果に
より求められるジョブ中での上記基準値からのずれに基づいて上記照射位置を補正するよ
うにしてもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項３記載の発明のように、複数の色に対応する画像信号に基づいて変調された複数
の光源からの光ビームによって、各画像信号に対応する像担持体面を走査し、静電潜像を
形成する光走査手段と、上記静電潜像を各色トナーで顕像化する現像手段と、顕像化され
た各色画像を重ねあわせて多色画像を形成する転写手段と、顕像化された各色画像間の位
置ずれを検出する色ずれ検出手段と、この色ずれ検出手段の検出結果に基づいて各色画像
間の位置ずれを補正する色ずれ補正手段と、を有する多色画像形成装置において、上記色
ずれ補正手段は、少なくとも上記光源を変調する基準クロックを可変して全幅倍率を補正
するものであって、上記光ビームの所定区間における走査時間を検出する走査時間検出手
段と、この走査時間検出手段の検出結果に基づいて像担持体面上における走査領域を複数
に分割した各区間での倍率を補正する部分倍率可変手段を備え、上記色ずれ検出手段の検
出結果に基づく全幅倍率の補正を少なくともジョブ間に行ない、全幅倍率の基準値を設定
するとともに、上記走査時間検出手段の検出結果により求められるジョブ中での上記基準
値からのずれに基づいて上記各区間での倍率を補正するようにしてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項４記載の発明のように、上記照射位置可変手段、または部分倍率可変手段は、ペ
ージ間において照射位置、または各区間での倍率を補正するようにするとよい。
　請求項５記載の発明のように、上記走査位置検出手段、または走査時間検出手段は、静
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電像の形成中の光ビームを検出するようにするとよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　請求項６記載の発明のように、上記走査位置または走査時間の検出を、少なくとも複数
回サンプリングすることによって行い、その平均値により照射位置または各区間での倍率
を補正するようにするとよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項７記載の発明のように、上記走査位置検出手段は、走査方向に直行する第１の検
知部とそれと非平行な第２の検知部からなる光検知手段を有し、一走査中の光ビームの検
出時間差により走査位置を演算するようにするとよい。
　請求項８記載の発明のように、上記照射位置可変手段は、上記光源からの光ビームの向
きを可変する光軸変更手段を有しているとよい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項９記載の発明のように、上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検出
結果により求められた全幅倍率に基づいて、所定の重み付けにより区間毎の倍率の補正量
を配分するようにするとよい。
　請求項１０記載の発明のように、上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検
出結果により求められた全幅倍率に基づいて、あらかじめ全幅倍率に対応づけて記憶され
た区間毎の倍率変化を読み出し、補正するようにするとよい。
　請求項１１記載の発明のように、上記部分倍率可変手段は、上記光源手段を変調する基
準クロックのパルス周期を、位相データにより指示する遷移タイミングで、区間毎に可変
することにより倍率を補正するようにするとよい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　請求項１記載の発明によれば、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて静電潜像の書出し
位置を補正する色ずれ補正手段を有する多色画像形成装置において、走査位置検出手段の
検出結果に基づいて像担持体面上での照射位置を補正する照射位置可変手段を備え、色ず
れ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少なくともジョブ間に行ない、書出し位
置の基準値を設定するとともに、この基準値をジョブ中にわたって保持するように、上記
走査位置検出手段の検出結果を基に照射位置を常時監視し、実時間での補正を繰り返し行
なうようにしたため、ジョブ前に設定された初期値を安定的に維持することができ、１ジ
ョブのプリント枚数が増えても途中で割り込みをかけられることもなく、生産性を落とす
ことがないうえ、最初から最後まで一様な画像品質を維持することができる。さらには、
上記走査位置検出手段の基準値は、色ずれ検出手段の検出時に更新されるので、部品交換
やメンテナンス等で経時的に走査位置検出手段の配置がずれたとしても、色ずれを発生す
ることがない。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　請求項２記載の発明によれば、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて静電潜像の書出し
位置を補正する色ずれ補正手段を有する多色画像形成装置において、走査位置検出手段と
、照射位置可変手段とを備え、色ずれ検出手段の検出結果に基づく書出し位置補正を少な
くともジョブ間に行ない、書出し位置の基準値を設定するとともに、走査位置検出手段の
検出結果により求められるジョブ中での上記基準値からのずれに基づいて上記照射位置を
補正するため、ジョブ中の走査位置のずれを検出し、例えばページ間等の短い繰り返し頻
度で、ジョブ前に設定された初期値に修正することができ、ページ毎の副走査方向におけ
る走査位置ずれを小さく抑えることができ、生産性を落とすことなく一様な画像品質を維
持することができる。さらには、走査位置検出手段の基準値は、色ずれ検出手段の検出時
に更新されるので、部品交換やメンテナンス等で経時的に走査位置検出手段の配置がずれ
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たとしても、色ずれを発生することがない。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　請求項３記載の発明によれば、光走査手段と、現像手段と、転写手段と、色ずれ検出手
段と、色ずれ検出手段の検出結果に基づいて光源手段を変調する基準クロックを可変する
全幅倍率補正手段と、を有する多色画像形成装置において、光ビームの所定区間における
走査時間を検出する走査時間検出手段と、走査時間検出手段の検出結果に基づき像担持体
面上において複数に分割された走査領域の各区間での倍率を補正する部分倍率可変手段を
備え、色ずれ検出手段の検出結果に基づく全幅倍率の補正を、少なくともジョブ間に行な
って全幅倍率の基準値を設定し、上記走査時間検出手段の検出結果により求められるジョ
ブ中での上記基準値からのずれに基づいて、上記各区間での倍率を補正するようにしたた
め、ジョブ中の全幅倍率のずれを、例えばページ間等の短い繰り返し頻度で、ジョブ前に
設定された初期値に修正することができる。そのうえ全幅倍率のみならず中間像高の倍率
まで揃えることができるので、ページ毎の主走査方向における走査位置のずれを小さく抑
えることができ、生産性を落とすことなく一様な画像品質を維持することができる。さら
には、上記走査時間検出手段の基準値は、色ずれ検出手段の検出時に更新されるので、部
品交換やメンテナンス等で経時的に走査時間検出手段の配置がずれたとしても、色ずれを
発生することがない。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　請求項４記載の発明によれば、上記照射位置可変手段は、ページ間において照射位置を
補正することにより、静電像形成中は走査線の間隔が変わることがないので、パルスモー
タ等で照射位置可変手段を段階的あるいは間欠的に動作させたとしても、画像上の濃度む
らを発生させることがなく高品位な画像を形成することができる。また、走査位置検出に
異常値があっても画像を劣化させることがない。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　請求項５記載の発明によれば、上記走査位置検出手段は、静電潜像の形成と同時に光ビ
ームの走査位置、または走査時間の検出を行なうことにより、走査位置検出、または走査
時間の検出に余分な時間を取られることがなく、数百ライン以上の膨大な検出データから
補正量を判別することができるので、走査位置、または走査時間検出の繰り返し精度が良
くなくても、また、異常値が検出されたとしても、統計的処理により、走査位置、または
走査時間のずれを正確に把握することができる。
　請求項６記載の発明によれば、上記光ビームの走査位置の検出を少なくとも複数回サン
プリングし、その平均値により照射位置、または各区間の倍率を補正するため、順次加算
処理することによって、走査位置または走査時間の検出を行い、瞬時に補正量を設定でき
、データを蓄積するための記憶手段が不要であり、ページ間等の短時間であっても、照射
位置、または倍率のずれを正確に把握することができる。
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【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　請求項７記載の発明によれば、上記走査位置検出手段は、走査方向に直行する第１の検
知部とそれと非平行な第２の検知部からなる光検知手段を有し、一走査中の光ビームの検
出時間差により走査位置を演算することにより、走査領域の延長上に配備することができ
るので、静電潜像を形成する光ビームの走査位置ずれを確実に把握することができる。ま
た、第１の検知部を書出しタイミング設定用の同期検知センサと共用することもでき、低
コストで確実な検出を行うことができる。
　請求項８記載の発明によれば、上記照射位置可変手段は、光源からの光ビームの向きを
可変する光軸変更手段を有することにより、光源からポリゴンミラーに至る光路中に配備
することで省スペース化を図ることができ、そのうえ、微小な可変量で走査領域の全域に
わたって一様に走査位置を可変することができる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　請求項９記載の発明によれば、上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検出
結果により求められた全幅倍率に基づいて、所定の重み付けにより各区間の倍率の補正量
を配分することにより、全幅倍率のみの監視により各区間の倍率のずれを一義的に決定す
るので、各区間に、倍率のずれを計測するためのスペースを確保する必要はなく、計測す
るための時間がとられることもなく瞬時に補正量が決定されるので、ジョブ中であっても
生産性を落とすことなく一様な画像品質を維持することができる。
　請求項１０記載の発明によれば、上記部分倍率可変手段は、上記走査時間検出手段の検
出結果により求められた全幅倍率に基いて、あらかじめ全幅倍率に対応づけて記憶された
各区間の倍率変化を読み出し、補正することにより、あらかじめユニット毎に特有の各区
間の変動パターンを入力しておけば、全幅倍率のみの監視により各区間の倍率のずれを瞬
時に判断でき、ジョブ中であっても生産性を落とすことなく一様な画像品質を維持するこ
とができる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　請求項１１記載の発明によれば、上記部分倍率可変手段は、光源手段を変調する基準ク
ロックのパルス周期を、位相データにより指示する遷移タイミングで、各区間で可変し倍
率を補正することにより、全幅にわたって一様な基準クロックにて変調を行なっても、各
区間の倍率を個別に可変することができ、基準クロックを全幅倍率が補正されるよう設定
したうえで各区間の倍率を揃えることができる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００４５】
　図１において、符号２２、２３、２４は中間転写ベルト上における「色ずれ検出手段」
を構成する検出部を示す。検出部２２、２３、２４は、個別の光源からの光束を集光レン
ズで集光して中間転写ベルト２１の定位置に照射して形成したパターンに発光素子などか
らなる光源から証明光を照射し、パターンからの反射光をレンズにより受光素子上に結像
してパターン画像を検出するようになっている。色ずれ検出を行うときは、各光走査装置
により１走査の中で感光体ドラムの両端、中央の３箇所部分に検知用のパターンを書き込
み、トナーで現像可視化して中間転写ベルト２１に転写し上記検出用のパターンを形成す
る。このとき、各色の検知用のパターンは、中間転写ベルト２１上において互いに副走査
方向に等間隔となるように形成される。これら検知用のトナーパターンは、これを色ずれ
検出手段の各検出部２２、２３、２４で検出することによって副走査レジスト位置のずれ
を検出する。検出されたレジスト位置ずれに基づいて走査位置を補正する。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　いま、非平行平板７１の回転（回動）角をγ、非平行平板７１の頂角をε、光源装置の
カップリングレンズの焦点距離をｆｃ、光学系全系の副走査倍率をζとすると、感光体面
での副走査位置の可変量Δｙは、
　　　　Δｙ＝ζ・ｆｃ・（ｎ－１）ε・ｓｉｎγ
　　　　　ｎは非平行平板の屈折率
で与えられ、副走査位置の可変量として必要な１００μm以内（６００ｄｐｉの１ライン
ピッチの２倍程度、１２００ｄｐｉの場合は５０μm以内）では回転角に比例して可変で
きる。なお、好適な例として非平行平板７１の頂角εは１～５°とする。頂角εが１°未
満の場合、回転角γに対する反応が鈍いため、ステッピングモータ７８の回転駆動を長時
間駆動する必要があり、可変時間が長くなる。また、上記頂角εが５°を超えると回転角
γに対する反応が敏感になりすぎるため、可変量の分解能が低下する、といった不具合が
ある。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　また、ホルダ７２と支持部材７４相互の回転摺動面の材質を、低摩擦係数、耐磨耗性の
良好な材質、例えばポリアセタール、ポリイミド樹脂や潤滑性ニッケルメッキで構成し、
非平行平板７１の材質は、表面の平面度を１００ｍＲ以上の高精度にすることが可能なガ
ラスで構成することが好適である。なお、平面度を１００ｍＲ以下で製作可能な樹脂材質
を用いる場合、あえて１００ｍＲ以下の円弧曲面形状としてもよい。その表面形状による
光学的な劣化（像面位置の変動）が発生するが、非平行平板７１による光軸方向の調整を
付加することにより劣化を相殺し、安価な樹脂製の非平行平板を使用することができる。
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